
決算特別委員会会議記録 

 

決算特別委員長  森 誠一    

 

１ 日 時 

   令和７年１０月６日（月）  午前１０時００分から 

                 午後 ３時１０分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   森誠一、阿部長夫、志村学、桝田貢、穴見憲昭、岡野涼子、首藤健二郎、今吉次郎、 
木付親次、三浦正臣、麻生栄作、阿部英仁、御手洗朋宏、福崎智幸、吉村尚久、 
木田昇、澤田友広、戸高賢史、猿渡久子、佐藤之則 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   若山雅敏 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   宮成公一郎、高橋肇、守永信幸、堤栄三 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   企画振興部長 工藤哲史、福祉保健部長 首藤丈彦、人事委員会事務局長 井下秀子 

 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第９２号議案令和６年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第９４号議案

令和６年度大分県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び第９５号

議案令和６年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算の認定について審査

を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

 

 

 



１０ 担当書記 

議事課委員会班  主査     坂口泰弘 

   議事課委員会班  主幹（総括） 姫野剛 

   議事課委員会班  主査     板井貴章 

 

  



決算特別委員会次第  

 
日時：令和７年１０月６日（月）１０：００～ 

場所：本会議場 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 部局別決算審査 

  （１）企画振興部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

  （２）福祉保健部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

  （３）人事委員会事務局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

森委員長 ただいまから、本日の委員会を開き

ます。 

 この際、付託された議案を一括議題とし、こ

れより審査に入ります。 

 本日は企画振興部、福祉保健部及び人事委員

会事務局の部局別審査を行います。 

 これより、企画振興部関係の審査に入ります。

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔、明瞭にお願いします。 

 それでは、企画振興部長及び関係課室長の説

明を求めます。 

工藤企画振興部長 初めに、資料番号１３、令

和６年度決算特別委員会審査報告書に対する措

置状況報告書について説明します。タブレット

の画面右下に青い通知ボタンが出たらタッチを

お願いします。 

 企画振興部関係の指摘事項は、個別事項の２

件です。資料の１４ページを御覧ください。 

 ②県民ニーズを押えた補助事業等の効果的な

執行についてです。右側の措置結果の欄を御覧

ください。 

 エコタイヤの購入補助事業においては、８０

％を目指した補助申請率が１５．５％であった

ためＤ評価となりました。その後、トラック事

業者のニーズを再度調査し、労働条件改善のた

めに荷主との価格交渉を条件とした支援金を令

和５年度９月補正予算において措置し、ほぼ全

てとなる９８％の事業者に対して給付しました。 

 これにより、事業者が交渉に取り組んだ結果、

約６割の取引において価格転嫁が進められるな

ど一定の成果がみられたため、令和６年度２月

補正予算においても同様の支援金事業を計上し

ました。 

 総合補助金の執行については、窓口となる振

興局等を通じて県民のニーズの把握に努めてい

ます。例えば、令和４年度に創設した空き家ビ

ジネス活用支援枠では、この３年間で計１８件

を採択し、地域の活性化につながっています。 

 今後とも、県民や事業者、市町村のニーズを

把握し、活用しやすい補助制度を構築し利用に

つなげていきます。 

 続いて、資料の１５ページを御覧ください。 

 ③公共交通ネットワークについてです。右側

の措置結果の欄を御覧ください。公共交通は、

県民の日常生活や地域交流、さらには国際的な

往来や物流を支える基盤であり、なくてはなら

ない存在です。 

 九州МａａＳについては、移動の利便性向上

や観光誘客等に資すると期待されており、令和

６年にはバス一日乗車券のデジタル化や、大分

大学前駅、坂ノ市駅でのバスと鉄道の接続改善

に取り組みました。 

 今後は、参加事業者の拡大や多様な交通手段

を一括決済できる仕組みなどを進め、県民や観

光客の利便性をさらに高めていきます。 

 また、東九州新幹線については、今年の１月

に大分市でシンポジウムを開催したほか、２月

には県内６地域で説明会を行うなど、県民の理

解促進に努めてきました。 

 今年度はステッカーを作成して、先月末に１

万枚を市町村や交通事業者へ配布したところで

すが、県内外の皆様が目にする機会を増やし理

解を深めるとともに、４県１市期成会の活動を

軸に国への働きかけを強化します。 

 続いて、資料番号１１－２、大分県長期総合

計画の実施状況について、主要な施策の成果令

和６年度実績により企画振興部の主な事業を説

明します。 

 資料の２１８ページを御覧ください。 

 海外戦略総合対策事業です。海外の成長を取

り込み本県産業の活性化を図るため、海外戦略

に基づき海外政府機関との連携を推進するとと

もに、県内企業等が海外展開しやすい環境を整

備するものです。 

 事業の成果については右上の成果指標のとお

り、県内企業・団体等と海外企業・団体等との

マッチング件数は、目標値の１５件に対し実績

値１７件となっています。右側の主な事業内容
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のとおり、台湾及び米国において、県産品の販

路拡大や誘客促進、企業誘致等の推進に向けて、

部局連携による一体的な海外プロモーションを

実施したほか、英国ウェールズ政府とのＭＯＵ

に基づく連携などによる海外との交流促進に取

り組みました。 

 今後はこれらの取組を継続するとともに、右

下の今後の方針のとおり、成長を続ける海外市

場の取り込みに向け、海外県人会や留学生ＯＢ、

ＯＧなど、本県ゆかりのグローバル人材との連

携の強化を図ります。 

 ２２２ページを御覧ください。 

 一番下の外国人受入環境整備事業です。多文

化共生を推進し外国人材から選ばれる大分県を

実現するため、外国人が日常生活や社会生活を

円滑に営み、安全に安心して暮らすことのでき

る環境を整備するものです。 

 右上の成果指標のとおり、外国人総合相談セ

ンター相談件数は、目標値の４２０件に対し実

績値９６０件となっています。 

 その下、事業の成果のとおり、令和６年９月

に竹田市に相談センターが新設され、既に開設

されている宇佐市、豊後高田市、中津市、そし

て県の相談センターと合わせ、県内５か所での

相談体制が整っています。一方で、センターは

県北エリアに偏在しているため、県下全域でス

ムーズに相談を受けられる仕組みも必要と考え

ています。 

 今後は、相談体制や日本語学習の充実を進め

ていくとともに、右下の今後の方針のとおり、

外国人が地域社会の一員として活躍できるよう、

生活上のルールやマナーの理解、地域住民との

交流を進めるモデル事業に加え、県内在住の外

国人３千人を対象に実施した意識調査も踏まえ、

共生社会の実現に資する取組も進めていきます。 

 ２４０ページを御覧ください。 

 上から２番目のまちなかアートフェスタ開催

事業です。芸術文化の発信力をいかした地域振

興等を図るため、県内各地で開催される大型イ

ベントと連携し、県民が気軽に芸術文化に触れ

ることができるまちなかイベントを開催するも

のです。 

 右上の成果指標のイベント観客数の実績は、

３万３，８０８人となり、目標を大きく上回る

ことができました。 

 その下、事業の成果のとおり、昨年度は、別

府アルゲリッチ音楽祭やデスティネーションキ

ャンペーンの期間中に、大分駅周辺のほか、県

内の観光地や交通拠点など計８か所でイベント

を開催したことで、多くの方に御来場いただき、

アンケートでも９割の方が高い満足度を示すな

ど地域の魅力発信にも寄与したものと考えてい

ます。 

 今後も、市町村や産業、観光業界、学校など

と連携を図りながら、芸術文化の創造性をいか

した取組を進めていきます。 

 ２５４ページを御覧ください。 

 上から２番目のツール・ド・九州推進事業で

す。サイクルスポーツの普及拡大とサイクルツ

ーリズムを通じた地域活性化を図るため、ツー

ル・ド・九州の開催や情報発信等に取り組むも

のです。 

 右上の成果指標の大分ステージの観戦客数の

実績は３万人となり、目標を大きく上回ること

ができました。 

 その下、事業の成果のとおり、県内各地での

周知イベントやターゲティング広告等を行った

効果もあり、大会当日にはイベント会場等で大

きな賑わいを創出し、その経済効果は約１０億

円となりました。 

 来週の１０月１３日月曜日に開催される２０

２５大会は、大会初となる県境をまたぐ宮崎県

との共同開催であり、延岡市役所をスタートし、

蒲江、米水津を経由して、レース終盤には市街

地を周回し、さいき城山桜ホール前でフィニッ

シュするコースとなっています。コース沿線に

賑わい会場を設け、昨年度以上の賑わいを創出

します。 

 次に、２６０ページを御覧ください。 

 一番上の東九州新幹線等広域交通推進事業で

す。東九州新幹線等の早期実現に向けて、県民

の機運醸成を図るとともに、関係機関への要望

活動を行うものです。右上の成果指標のシンポ

ジウムや説明会等の参加者数の実績は、目標を
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上回る８１０人となっています。 

 九州、四国の関係県を交えて、今年の１月に

開催したシンポジウムでは、宮崎県の会場とオ

ンラインでつなぎ、佐藤知事と河野知事が東九

州新幹線実現に向けたメッセージを交換するな

ど、エリア全体の機運醸成を図っています。ま

た、地域別説明会を７回開催し、県民の皆様と

意見交換を行いました。 

 今年度は右下の今後の方針のとおり、措置状

況でも御説明した４県１市期成会のＰＲロゴマ

ークを活用したステッカーなどにより情報発信

を強化し、さらなる理解促進、機運醸成に力を

入れていきます。 

 次に、２６８ページを御覧ください。 

 一番下の自動車運送事業者乗務員確保対策事

業です。地域公共交通の運行や物流を担うバス、

タクシー、トラックの自動車運送事業者等が行

う乗務員確保に対し支援を行うものです。右上

の成果指標のバス、タクシー、トラックの新規

採用乗務員数の実績は１４０人で、おおむね目

標を達成しています。 

 その下、事業の成果のとおり、複合的な補助

メニューにより事業者の採用活動を支援した結

果、業界の新規採用数の増加につながりました。

また、これまでＰＲの機会がなかった女性乗務

員の活躍を紹介する交流会の開催やパンフレッ

ト等の作成により、業界のイメージアップも図

ったところです。 

 今年度は、右下の今後の方針のとおり、トイ

レや休憩室等の施設整備に対する補助メニュー

を新設し、事業者の労働環境の快適化を支援す

ることで、乗務員維持・確保に向けた取組をさ

らに推進しています。 

 次に、２８２ページを御覧ください。 

 一番上の持続可能な地域づくり推進事業です。

住民の希望を叶え、将来にわたり持続可能な地

域づくりを実現するため、地域コミュニティ組

織が行う地域課題の解決等に要する経費に対し、

市町村と連携して助成するほか、新たな組織の

設立や再編、連携を支援するものです。 

 事業の成果ですが、高齢化や人口減少により、

単独では共同作業や行事の継続が困難になって

いる機能を複数の集落で補い合う、ネットワー

ク・コミュニティの構築については、成果指標

のとおり、目標の２，０１４集落に対し、実績

は２，１３９集落となっています。 

 具体的な取組については、専門家の派遣によ

り、地域コミュニティ組織の立ち上げを支援し

たほか、地元特産品を使用した配食サービスや

移動支援のための車両購入など、地域の活動に

対する助成を行いました。 

 引き続き、ネットワーク・コミュニティの構

築を促進するとともに、今後は、集落の高齢化

を踏まえた活動の強化を図ります。 

 続いて、資料番号１６、令和６年度行政監査

・包括外部監査の結果の概要について説明しま

す。 

 企画振興部では、行政監査について１件の指

摘があり、包括外部監査での指摘はありません

でした。 

 資料３ページ行政監査結果の概要を御覧くだ

さい。 

 ２の監査テーマ及び目的のとおり、昨年度は

人材育成についてをテーマに監査が行われまし

た。  

 ４ページを御覧ください。 

 一番下の項目２職員研修の実施状況（１）研

修が年代や職種等に応じて計画的かつ効果的に

実施されているかの検討事項４、特に、知識と

経験が必要な地域活力づくり総合補助金等を担

当する振興局地域創生部の新任職員について、

研修の充実・強化を図るよう検討されたいにつ

いてです。 

 本件については、本年度から企画振興部人材

育成計画を見直し、補助制度の基礎的な内容を

学ぶものに加え、各振興局の職員が地域振興の

事例を発表して意見交換する研修を新たに７月

に開催し、新任職員等に必要な知識習得の充実、

強化を図っています。 

 今回の監査結果を踏まえ、今後、同様の事案

が生じることのないよう、適正な事務処理に努

めます。 

 以上で私からの説明を終わります。 

鈴木政策企画課長 令和６年度の企画振興部関
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係の決算状況について、一括して御説明します。 

 資料番号９、令和６年度決算附属調書の１１

ページを御覧ください。 

 最初に、歳入決算額の予算に対する増減額に

ついて、主なものを御説明します。左端科目欄

の一番下、国庫補助金の総務費国庫補助金が６

億３８５万３，２１７円の減となっています。

これは主に、右側増減理由欄の減収となったも

のの下から２番目の物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金における繰越明許及び不用額の

発生等によるものです。 

 次に、２８ページを御覧ください。 

 不用額について主なものを御説明します。左

端科目欄の中ほど、企画費の企画総務費１，０

８８万６，９６３円です。右側理由欄にあるよ

うに、これは海外戦略総合対策事業費において、

海外市場の調査等に当たり、国際情勢の変動が

激しい中、相手先国等との調整が付かず現地へ

の渡航を中止したこと等により、海外旅費等が

見込みを下回ったことなどによるものです。 

 その下、企画調査費の１億１，４７２万９，

９７０円です。 

 これは、地域活力づくり総合補助金において、

補助金額の確定により、所要額が見込みを下回

ったことなどによるものです。 

 ２行飛んで、交通対策費の６，４２６万９，

２３２円です。これは、自動車運送事業者乗務

員確保対策事業費において、免許取得費用の補

助申請は想定通りの件数であったものの、１件

当たりの額が当初の見込みを下回ったことなど

によるものです。 

 ２９ページを御覧ください。 

 左端科目欄の上から６行目、委託統計費の１，

０５３万７，８０４円です。これは、２０２５

年農林業センサスに係る市町村への交付金や各

種調査員報酬の所要額が当初の見込みを下回っ

たこと、旅費など事務的経費の節減によるもの

です。 

 次に、３９ページを御覧ください。 

 収入未済額について、御説明します。左端科

目欄一番下の雑入２億７，９６３万５，６２０

円です。このうち企画振興部分については、次

の４０ページ右側理由欄の１行目にあるように、

地域活力づくり総合補助金において、返納義務

者の滞納から３千万円が収入未済となっている

ものです。 

 以上で、企画振興部の決算附属調書について

の説明を終わります。 

 次に、各課の主な事業のうち、さきほど部長

が主要な施策の成果で報告したもの以外につい

て御説明します。 

 まず、政策企画課分です。お手元の資料番号

１０、令和６年度一般会計及び特別会計決算事

業別説明書の４９ページを御覧ください。 

 第２目企画調査費の新長期総合計画策定事業

費１，０５９万６，９７５円です。この事業は、

長期総合計画安心・元気・未来創造ビジョン２

０２４を策定するため、各分野の有識者を構成

員とする県民会議を開催するとともに、策定後

の冊子作成や地域別説明会などの広報を実施し

たものです。 

 今後は、１０年後の目指す姿を実現するため、

県議会議員の皆様はもとより、ビジョン２０２

４推進委員会等を通じて御意見をいただくとと

もに、ＰＤＣＡサイクルに基づく計画のフォロ

ーアップを行い、着実に計画を実行していきま

す。 

木口おおいた創生推進課長 おおいた創生推進

課関係の主な事業を御説明します。 

 ５１ページを御覧ください。 

 第２目企画調査費の上から２番目のふるさと

大分ＵＩＪターン推進事業費１億６，８１３万

８，８４５円です。本県への移住促進のため、

相談員の配置や相談会の開催のほか、移住支援

金等による経済的支援を行うものです。県や市

町村の移住支援策を活用した県内への移住者数

は、昨年度は１，７４６人と５年連続で過去最

多を更新しています。 

 今後とも、市町村と連携し、若年者や子育て

世帯に重点を置いた移住、定住施策を推進して

いきます。 

松木国際政策課長 国際政策課の主な事業につ

いて御説明します。 

 ５３ページを御覧ください。 
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 第１目企画総務費の一番下外国人留学生支援

事業費３，８１４万９，６０２円です。この事

業は、留学生の経済的負担を軽減し、学業及び

地域活動に専念できる環境を整備することを目

的としたもので、優秀な私費外国人留学生に対

し、月額３万円の奨学金を支給するとともに、

大分県スタディツアー等を開催し、留学生の本

県への理解を深めました。 

 さらに、県内企業のマッチングやインターン

シップ生の受入れ促進により、留学生の県内就

職支援を行いました。 

 今後も、将来本県と母国との架け橋となる人

材の育成に努めるとともに、留学生の県内定着

の促進に取り組んでいきます。 

宮成芸術文化振興課長 芸術文化振興課の主な

事業について御説明します。 

 ５６ページを御覧ください。 

 上から２番目にある県立総合文化センター及

び県立美術館管理運営事業費５億７，７２１万

２，５８６円です。 

 これは、美術、音楽、演劇、舞踊など、幅広

い分野で文化芸術活動に取り組む県民の皆様を

支援することを目的として、県立総合文化セン

ター及び県立美術館の管理、運営をするために

要した経費です。 

 当該施設の管理、運営には指定管理者制度を

導入しており、公益財団法人大分県芸術文化ス

ポーツ振興財団に対して、業務を委託していま

す。県立総合文化センターにおいては、グラン

シアタ及び音の泉ホールの天井耐震改修が昨年

５月に完了し、安全性の確保とともに女性用ト

イレの拡充、舞台装置のデジタル化などを行っ

たことで、より魅力的なホールへとリニューア

ルされました。 

 また、県立美術館においては、福田平八郎展

やダリ展など、様々なジャンルの七つの企画展

をバランスよく開催しました。 

佐藤スポーツ振興課長 スポーツ振興課の主な

事業について御説明します。 

 ５６ページを御覧ください。 

 一番下にある大分スポーツ地域活力創出事業

費４，３５２万３，２１５円です。これは、交

流人口の拡大、地域住民との交流を図り、スポ

ーツによる地域の活力を創出するため、ナショ

ナルチーム、トップチームのスポーツ合宿の誘

致等に要した経費です。 

 令和６年度の合宿受入件数は２５件となって

おり、その内１０件は、射撃の韓国代表チーム

など、初めて本県で合宿したトップチームです。

また、由布市では初めて合宿を受け入れるなど

受入市町村も広がりつつあります。 

田吹広報広聴課長 広報広聴課の主な事業につ

いて御説明します。 

 ５８ページを御覧ください。 

 第３目広報費です。まず、一番上、広報活動

費２億１，３４９万２，４４２円です。県の取

組や魅力、県政の主な事業やイベントの告知、

各種啓発や募集などの情報を発信するためのテ

レビ、ラジオ番組の放送、また、県政の重要課

題や施策を広く県民に周知し、県政への理解を

深めてもらうための広報紙新時代おおいたの発

行及び、県内全世帯への配布等に要した経費で

す。 

 次に、一番下のおおいたブランド戦略強化事

業費９，７８９万９，９３１円です。おんせん

県おおいたのさらなる魅力向上を図るため、温

泉や食をはじめ、本県の持つ多彩な魅力に関す

る情報を、その内容やターゲットに応じた効果

的な媒体を活用して、最適なタイミングで情報

発信したものです。 

 具体的には、外部専門人材をアドバイザーに

委嘱し、デジタルマーケティングの視点から、

全庁の情報発信についての助言や支援を行うな

ど相手に伝わる情報発信を強化しました。また、

首都圏の若い女性等をターゲットにしたＷｅｂ

マガジンｅｄｉｔ Ｏｉｔａにより、温泉をは

じめ移住や特産品など幅広く様々な本県の魅力

を配信したことで、多くの支持を獲得すること

ができました。 

 さらにパブリシティ活動として、首都圏や関

西圏のメディアに対し、本県の観光情報などを

積極的に売り込みました。この結果、テレビ番

組や雑誌などで県内の情報が取り上げられ、活

動広告換算費で約５１６億円の露出効果につな
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げることができました。 

寺川統計調査課長 統計調査課関係の主な事業

について御説明します。 

 ５９ページを御覧ください。 

 まず、第２目委託統計費１億６，９６６万１

９６円です。これは、総務省、厚生労働省など

国の関係機関から受託して行う基幹統計調査等

の実施に要した経費で、財源は全額国庫支出金

です。労働力調査や小売物価統計調査など毎年

実施している経常調査等のほか、５年に１度の

周期で実施される２０２５年農林業センサスや

令和６年全国家計構造調査などの周期調査を実

施したものです。 

 続いて、６０ページを御覧ください。 

 第３目県単統計費７３４万４，０８０円です。

これは、県が独自に実施する県民経済計算や景

気動向指数、毎月の人口推計などの調査に要し

た経費です。 

幸野交通政策企画課長 交通政策企画課の主な

事業について、御説明します。 

 ６２ページを御覧ください。 

 一番上、国際航空路線誘致・拡充促進事業費

７，９９９万２６４円です。この事業は、大分

空港における国際線の安定的な運航を図るため、

定期路線の運航支援及び利用促進対策、新規路

線の誘致に係る経費を助成するとともに、空港

人材確保対策を行うものです。 

 国際線の新規就航に向け、航空会社への働き

かけや空港関係者との調整を行ったことで、令

和６年１０月から令和７年３月までは、ソウル

線が週５便から週７便に増便し、令和７年４月

からは、大分空港初となる大分―台北線が就航

できたところです。 

 旺盛なインバウンド需要を今後もしっかり県

内に取り込むため、引き続き関係機関と連携し、

国際線の維持、拡充及び新規路線の誘致に取り

組んでいきます。 

田原地域交通・物流対策室長 地域交通・物流

対策室の主な事業を御説明します。 

 資料の６３ページをお開きください。 

 下から三つ目の乗合バス利用効果実証事業費

５，５６５万７，９９９円です。この事業は、

乗合バスの利用者増加を図るとともに、自家用

車からの乗換えによる環境負荷の軽減や交通渋

滞の緩和などの多面的な効果を検証するため、

県内の路線バスを対象とした運賃無料の実証運

行を実施するものです。 

 実施結果として、３日間の運行で約１４万人

の方に利用いただき、バスを利用する良いきっ

かけづくりになるとともに、明野・鶴崎地区に

おいて渋滞緩和の効果なども確認できました。

今後も公共交通の利用促進を図っていきます。 

 以上で企画振興部関係の説明を終わります。 

森委員長 以上で説明は終わりました。これよ

り質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立のうえ

マイクを使用し、簡潔、明瞭に答弁願います。 

 事前通告が４名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

猿渡委員 １点通告しており、委員長、１点追

加で通告していない分も質疑したいのでお願い

します。 

 まず、主要な施策の成果２６０ページ、東九

州新幹線等広域交通推進事業についてです。機

運醸成等に約６，６７１万円も支出しています。

これが６年度の東九州新幹線や豊予海峡ルート

に関する全てでしょうか。 

 そして、これまでも取り組んでいますが、東

九州新幹線の必要性が不明だと思います。大分

県では人口減少が続き、新幹線の採算性の問題

や経済効果といっても福岡県等への人口流出が

さらに進んでしまう懸念があります。最低賃金

の差などもあるので、その点が懸念されます。 

 このように課題に対する考えがしっかりとし

ていない中で、推進ありきの議論だと考えます。

マイナス面、デメリットについてもしっかり議

論すべきだと思います。 

 また、豊予海峡ルートについては、旧日本鉄

道建設公団の調査資料からルート上に活断層は

確認できないと結論付けているが、活断層がル

ート上にないことの事実のみで安全性について

の言及ではない、安全だと言い切れないと思い

ます。しかも、中央構造線は１０キロメートル
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先に確認されています。その影響は、どう考え

ているのか。 

 東九州新幹線や豊予海峡ルートの機運醸成に

佐藤県政になってからどれだけの経費を使って

きたのか。今年度の当初予算で４，８８０万円

ほど上げているが、今年度の補正予算も合わせ

るとどれだけの金額になるのか御答弁いただき

たいと思います。 

 ２点目、通告していなくて申し訳ないんです

けれども、事業別説明書の５６ページ、県立総

合文化センター機能向上改修事業費の関係。改

修して女性トイレを拡充したけれども、それで

もなお大きなイベントとか、たくさんの人が集

まるときには、女性トイレにやはり行列ができ

る状況を解消できていないと聞いています。で

すから、大人数が集まる場合などには、例えば、

この階の男性トイレ、この時間だけは女性専用

にするような配慮ができないでしょうか。やは

り安心してコンサートなどに集中していただく、

十分楽しんでいただくために女性トイレが混雑

しない配慮が必要かと思うので、その点いかが

でしょうか。 

幸野交通政策企画課長 東九州新幹線等広域交

通推進事業についてお答えします。 

 令和６年度決算額６，６７１万６千円につい

ては、東九州新幹線それから豊予海峡ルートを

含む広域交通ネットワークの政策予算に係る部

分であり、別途事務経費として５万円、これ以

外の部分があります。今回の６，６７１万６千

円のうち４千万円については県内企業からの寄

附を地域活性化に向けた事業として今後予算化

するため、その全額をおおいた元気創出基金に

積み立てたもので、令和６年度の実質的な推進

事業費は差し引き２，６７１万６千円となりま

す。 

 新幹線については、金沢市や福井県、長崎県

など最近の開業事例を見ると、民間の不動産投

資の活発化等により、それぞれの地域は目覚ま

しい発展を遂げており、東九州新幹線の整備は

人口減少下の地方都市においても大きな経済効

果があると認識しています。一方で、地元負担

や並行在来線等様々な検討課題があることから、

昨年の地域別説明会等でも参加した方々には丁

寧に説明を行い、整備の意義や効果等に併せて、

その課題についても引き続き周知に努めていき

たいと考えています。 

 また、豊予海峡ルートについてはトンネル建

設は十分可能と旧日本鉄道建設公団が結論付け

ました。当時の地質と大きく変わらないとの報

告も受けています。これらの報告は猿渡委員が

御指摘の安全性に対する言及ではありませんが、

今回の報告を受けて過去の被災事例等を調査し、

有識者から御意見をもらいながら工法の検討を

進めるなど、大規模地震も考慮した安全性の検

討も当然ながらしっかりと行っていきます。 

 最後に、佐藤県政において広域交通の推進に

要した２年間の総額は３，２１８万８千円とな

り、今年度の補正予算の見込みを含めると今年

度が４，８８０万１千円で、合計８，０９８万

９千円となるところです。 

宮成芸術文化振興課長 県立総合文化センター

の女性トイレの問題についてお答えします。 

 女性トイレの行列の問題は、最近世間一般的

にクローズアップされてきているところです。

今回の改修によって個室が２２から３２と約１

．５倍になっているんですが、それにより一定

の時間短縮の効果があったと思っています。 

 しかし、猿渡委員がおっしゃるとおり、どう

してもまだ大規模なイベントのときには混雑が

見られます。これの解消については財団と協議

して、さきほどの時間制限であるとか時間を区

切った利用とか、そういったことも踏まえてさ

らに工夫する余地がないかを前向きに検討しま

す。 

猿渡委員 女性トイレの件は、もうそういう形

で是非工夫してほしいと思うので、よろしくお

願いします。 

 豊予海峡ルート、東九州新幹線については、

私たち国の方とも直接話し合ったけれども、非

常に現実性が薄い。何十年先にできるか分から

ない、私はもう無理だと思っているけれども、

そういうことに関して大変な県民の税金を使い、

県の職員の皆さんの労力をつぎ込むこと自体が

非常にもったいないと思っているので、私たち
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日本共産党としては中止を求めて今後とも取り

組んでいきたいと思っています。 

岡野委員 １点、質疑をします。 

 主要な施策の成果の２８４ページ、地域活力

づくり総合補助金です。 

 さきほど工藤部長からニーズを把握し活用し

やすい補助金にしていくという御説明があった

けれども、この評価がＤとなっており、少し詳

しく聞かせていただきたいと思います。 

 まず各振興局の採択件数と、あと空き家ビジ

ネス活用支援枠が令和６年から入って、それを

実施してみて分かったことや課題等を教えてく

ださい。そして、今後の全体の事業の展開の仕

方をお聞きしたいと思います。 

木口おおいた創生推進課長 ３点ほど質疑をい

ただきました。 

 まず、令和６年度の各振興局の採択件数です

けれども、東部１４件、中部２２件、南部２１

件、豊肥５件、西部１２件、北部１６件、合わ

せて９０件にとどまっており、目標値１２０件

に対してＤ評価となっています。 

 次に、総合補助金の空き家ビジネス活用支援

枠については令和４年度から開始しており、昨

年度までに１８件の事業を採択している状況で

す。課題としては、能登半島地震を踏まえ、空

き家の活用に際して耐震改修の必要性を認識し

ており、今年度から耐震改修を補助対象経費と

して加えたところです。 

 今後の展開としては、今年度から交流人口の

拡大につながる地域資源の磨き上げを支援する

ため、新たに地域未来創造枠を設けました。 

 また、各振興局における採択件数の増加に向

けて、今年度からテレビなど広報媒体で総合補

助金の周知を強化しており、地域の団体からの

申請の増加を図っています。さらに、振興局の

間の定期的な意見交換の場を設けて、他地域の

採択事例も参考としながら、担当職員それぞれ

の申請者の事業構築への支援のノウハウについ

て底上げを図っているところです。 

岡野委員 やはり一般の方がこういった補助金

自体を知らないのではないかと不安があったけ

れども、広報していくということで安心しまし

た。また、観光協会や商工会など、団体の皆さ

んとの連携で是非活用してもらうような流れに

してほしいと感じています。 

 ただ、私、令和５年、令和６年と地域の方と

一緒に振興局に行ってお話を伺ったり、どうい

った案件だったら採択されるのかを聞きに実際

に行ったけれども、やはり一般の方が使うには

提出書類が多かったり、そういう作業に一般の

方が慣れていないなど、まだまだ課題はあるか

と感じています。 

 事務局機能がある団体だったら大丈夫だと思

うけれども、一県民の方が使いやすいように改

善をしてほしいと要望します。やはり振興局と

いうのは県民の方と直接触れ合う貴重な機関だ

と思うので、是非振興局の皆さんにも一般の方

々と関わる場づくりをしてほしいと思います。 

福崎委員 私からは４点質疑したいと思います。 

 まず、一つ目が主要な施策の成果、２７８ペ

ージ、空き家対策促進事業です。空き家バンク

物件登録数が７１５件の目標に対して６９０件

の実績となっているが、未達成となった要因を

お尋ねしたいと思います。また、大分県全体で

空き家は実数何軒あるのか、うち危険空き家は

何軒あってどのような対応をしているのかお尋

ねします。本事業では、管理不完全空き家の判

断基準案を作成して市町村の適正な制度運用を

支援したとあるが、市町村ではどのように活用

され、どのような効果があったのか把握してい

れば教えてください。 

 ２点目、主要な施策の成果２８５ページ、お

おいたふるさと納税推進事業です。大分県の令

和６年度のふるさと納税寄附実績は個人版が１

千件の約５千万円となっているが、反対に大分

県民がふるさと納税をしたことによる住民税控

除額はいくらなのかお尋ねします。 

 また、企業版においては２６件の約３億４０

０万円ですが、企業版ふるさと納税による税額

控除等があるのか、あるのならその内容をお尋

ねしたいと思います。 

 ３点目ですが、主要な施策の成果２６４ペー

ジ、ホーバークラフト利用促進事業及び決算事

業別説明書６２ページ、ホーバーターミナルお
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おいた管理運営事業費、ともに関係があるホー

バーターミナル、ホーバークラフトについてお

尋ねします。 

 ホーバークラフトは本年７月２６日から１日

４往復８便で運航が開始され、既に２か月が経

過しました。９月末時点での運航状況及び収益

状況をお尋ねします。 

 また、当初計画と比較してどうなのか、利用

向上を図るためにどのような対策を運航会社と

協議しているのか。大分県として独自の対策を

考えているのか。それは間接的に赤字補填とな

っていないのかお尋ねします。赤字が膨らむ前

に事業断念の判断をすることも重要と考えます。

ホーバー運航に対する今後の展望をお尋ねしま

す。 

 四つ目ですが、主要な施策の成果２６８ペー

ジ、自動車運送事業者乗務員確保対策事業です。

本事業の取組によりバス、タクシー、トラック

のドライバーとして１４０人が新規採用された

とあるが、バス、タクシー、トラック、それぞ

れの目標値と実績値をお尋ねします。 

 また、女性活躍促進にも取り組んでいるが、

１４０人の新規採用のうち女性は何人いたのか

お尋ねします。 

 乗務員確保に係る意見交換及び協議を９回行

っているが、協議の対象、参加者、どのような

意見が出たか、またそれらの対応をどのように

考えているのかお尋ねします。 

木口おおいた創生推進課長 私の方から、空き

家とふるさと納税について回答します。空き家

について３点御質疑をいただいています。 

 まず、空き家バンク登録数の未達成要因です

けれども、新聞やネット広告による啓発や相談

窓口の設置により空き家バンクの新規登録数は

６９０件となっており、一昨年を９件上回った

ものの、移住者数、不動産事業者、空き家所有

者等への周知不足により未達成となっています。 

 次に、空き家の数ですけれども、総務省が公

表している令和５年１０月１日現在の賃貸、売

却用等の物件を除く県内の空き家の数は５万８

千戸となっています。 

 国に危険空き家の要件や定義はないので、軒

数の調査は行われていないけれども、空き家の

除却費を助成する国の制度によって、昨年度は

県内１４市町村で計１６２件のいわゆる危険な

空き家の除却を行っています。危険空き家につ

いては令和５年の法改正で固定資産税の優遇措

置が廃止されたことも含め、新聞やＷｅｂ広告

等により所有者の適正管理の啓発を強化してい

ます。また、利活用推進のため、移住者による

空き家の活用や飲食店としての活用などに対し

て支援を行っています。 

 管理不全空き家に関する県の判断基準の提示

以降、大分、別府、中津、日田の４市が既に判

断基準案を作成するなど、市町村での対応も進

んでいます。各市町村とも管理不全空き家の調

査はこれからとなるけれども、県としては土木

建築部と連携して、必要に応じて技術的な支援

を行っていきたいと考えています。 

 次に、ふるさと納税です。２件御質疑いただ

いています。 

 まず、個人版ふるさと納税の税控除の状況で

す。令和６年度に大分県民が他の自治体にふる

さと納税をしたことによる本県の県民税控除額

は１４億９，７２６万円です。この減収に対し

て７５％の普通交付税の措置があり、また逆に

他の自治体の住民から本県への寄附による増収

もあるため、これらを合わせると個人版ふるさ

と納税による本県の影響額は約３億円の減収と

なっています。 

 次に、企業版ふるさと納税を行った企業が得

られる措置としては損金算入と税額控除があり

ます。具体的には法人税、法人事業税、法人住

民税の算定の際に寄附額の約３割が損金算入を

され、さらに寄附額の約６割が税額控除される

制度となっており、最大で寄附額の約９割が軽

減され、実質的な企業負担は寄附額の１割程度

となる仕組みです。 

幸野交通政策企画課長 ホーバークラフトにつ

いてお答えします。６点にわたり御質疑いただ

きました。 

 まず、９月末時点の運航状況については定期

便が約３割の搭乗率、周遊便が約９割の搭乗率

です。収益状況については、船舶の貸付料や施
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設の使用料の減免が必要かどうかという観点か

ら毎年度、有識者を交えた検証を通じて把握し

ますが、随時の経営状況は把握していません。

県としては運航事業者との協定も踏まえ、民間

事業者の経営に関わる情報を県が公表すること

は差し控えつつ、定期的な検証をしっかりやっ

ていきたいと考えています。 

 次に、当初計画との比較ですが、令和２年３

月に県が公表したホーバークラフト導入方針で

は、年間３０万人から４０万人の利用を想定し

ています。また、昨年４月に運航事業者が公表

をした内容では１日１５便の運航計画を示して

います。これらと比較すると、現在の搭乗率で

ある３割は低いと言わざるを得ません。しかし

ながら、現在の運航便数は安全を第一に始めて

おり、計画便数の半分の状況なので、今は適切

に評価する段階にはないのではないかと考えて

います。 

 次に、利用向上を図るための対策についてで

す。現在、アンケート調査を実施しているけれ

ども、実際に搭乗した方の９割からは満足した

との回答がある一方で、往復利用するための増

便などを求める声も多くあります。利用向上に

ついては、まずはこの２か月間の搭乗率や利用

者ニーズを分析し、冬季ダイヤに向けた編成作

業を運航事業者の相談も受けながら進めていき

ます。また、増便については夜間航行が必須と

なるため、国等との協議を経て訓練等を行う必

要があります。こうしたことで、往復利用ニー

ズを充足できる便数が確保できるものと認識し

ています。このほかにも、利用者を拡大するた

めに運航事業者として広報を強化することや、

旅行商品と組み合わせた商品開発も必要だと考

えています。 

 次に、大分県としての独自の対策についてで

すが、条例に基づいてホーバークラフトの運航

による空港利用者の利便性向上に加え、ホーバ

ーターミナル周辺地域のにぎわい創出も求めら

れています。このため県としては、にぎわい創

出に資する各種イベントを実施するほか、二次

交通対策等も検討しています。これらは県とし

ても行う必要があるもので、直接間接を問わず

事業者への赤字補填ではないと考えています。 

 最後に、ホーバー運航に対する今後の展望で

すが、空港アクセス改善のための当該運航事業

は２０年間継続し赤字補填はしないという基本

協定と双方の信頼関係の下で実施されている中、

開始早々の事業断念の意向は県、運航事業者と

もに一切ありません。今後も県民の足として、

安全で安定した運航を基本に利便性向上に向け

た増便や希少な観光資源としての潜在的な価値

を最大化する取組を共に進めていくことが大切

であると考えています。 

田原地域交通・物流対策室長 最後に、自家用

車運送事業者乗務員確保対策事業について二つ

御質疑いただいています。 

 一つ目の新規採用者の実績です。新規採用の

内訳については、バスは目標１０人に対して採

用実績１０人、トラックは４５人に対して６４

人と目標達成ができています。一方、タクシー

については９１人の目標に対し６６人と目標に

届かなかった状況ですが、タクシーでは経験者

採用等に力を入れており、こちらで一定数の不

足数をカバーできていると考えています。 

 また、新規採用者１４０人のうち女性は２１

人と今の採用状況からすると多くなっている傾

向にはあるが、引き続き対策に力を入れていく

必要があると考えています。 

 また、二つ目の乗務員確保に係る意見交換と

協議についてです。各交通事業者を個別に訪問

して、経営者や管理担当者のみではなく、現場

の採用担当者や女性ドライバーと直接対話をし

て、必要な支援についての意見交換、協議を行

ってきました。女性ドライバーからはトイレや

休憩室の環境改善が必要であると、また採用担

当者からは効果的な自社のＰＲを、なかなか自

社の強みをＰＲする方法が分からないなどの声

をいただいたので、今年度からその意見を踏ま

え事業の拡充を行っています。 

 引き続き、交通事業者と丁寧に意見交換を行

いながらニーズを捉え、乗務員確保対策を進め

ていきます。 

福崎委員 何点か聞きたいのですが、まず、ふ

るさと納税ですけれど個人版の１千件のうち大
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分県出身者は何件か、把握できていれば教えて

もらいたい。もともとふるさと納税は地元から

出た方が地元を応援するためのものだから、１

千件のうち大分県出身者が何人いたのか分かれ

ば教えてください。 

 それと私、女性の採用人数は言われたかどう

か、すみません聞き漏らしてしまったので、も

う一度お尋ねしたいと思います。 

 それからホーバーの件ですが、先日タクシー

に乗ったときに運転手が疑問になることを言っ

ていたのですが、いわゆる二種免許を持たなく

てタクシー車両を運転しているような方がいる

ということで、タクシー運転手からしてみれば

不安全な違法行為じゃないかという話が出まし

た。 

 人が不足して、急に欠員が生じたりすると、

免許は持っているけれど、例えば訓練を受けて

いなくてホーバーを運転するようなことが私と

しては懸念されるんではないかと思います。安

全第一ということならば、そういうところもし

っかりとチェックをしてほしいのが私の気持ち

です。やはり訓練、免許をちゃんと持っている

人間が適切に配備されて、いかなるときでもき

ちんと安全に運転できることは県が把握するべ

きと思うが、そこら辺について考えがあれば教

えてください。 

木口おおいた創生推進課長 ふるさと納税個人

版の出身者の状況ということだったと思います。

今、ふるさと納税については税控除があるので

証明書発行のために現住所については押さえら

れるけれども、出身までは情報を取っていませ

ん。 

田原地域交通・物流対策室長 さきほどの女性

の数です。１４０人のうち女性ドライバーは２

１人です。 

幸野交通政策企画課長 ホーバークラフトの操

縦士の資格の件です。ホーバークラフトの操縦

士は船舶の免許を持っている者が採用されてい

るが、その上で、加えて安全性を高めるために

独自の訓練時間を課して、英国のグリフォン社

の指導も受けながら認証を受けるという取組を

しています。実際は国の管理の下、操縦士の資

格等も把握されているし、県も安全第一と考え

ているので、そういったことに関しては必ずチ

ェックをしたいと考えています。 

麻生委員 決算事業別説明書５６ページ、主要

な施策の成果には２５５ページに表記されてい

るスポーツによる地域の元気づくり事業につい

てです。 

 ①プロスポーツチーム等の活用２，４０２万

３千円、②スポーツイベントを活用した情報発

信１，２３７万６千円について伺います。大分

トリニータの活用及びトリニータの試合、クラ

サスドームでの活用実態について具体的な説明

を求めます。 

 ２点目は、県出資法人である株式会社大分フ

ットボールクラブの経営に対する監督指導責任

について伺います。経営状況報告概要書の４、

決算状況⑤問題点及び懸案事項にはドームの使

用料、安穏と２０年ほど全額減免していること

についての記載すらありません。原価意識の欠

如を指摘せざるを得なく、県の責任の大きさを

指摘しておきたいと思います。 

 そこで、調べてみるとドームの専用使用料は

大分県使用料及び手数料条例で、入場料等を徴

収する場合の加算額が設定されており、最も高

い席の３００倍を基本使用料に加えるとされて

いることから、Ｊリーグの試合の最も高い席の

料金設定が大分フットボールクラブにより抑え

られているんではないかという気がしてなりま

せん。料金設定も含め、どのような指導あるい

は協議を進めているのかお示しください。 

佐藤スポーツ振興課長 大分トリニータに関し

て、大きく二つの質疑をいただきました。 

 まず初めに、大分トリニータの活用について

ですが、小学校などへの学校訪問を昨年度２５

件実施したほか、年１試合約３千人の親子を無

料招待することにより、こどもたちをはじめ県

民に対してプロスポーツの魅力を身近に感じて

いただきました。また、昨年度は５月のホーム

ゲーム１試合を大分県民デーと称して、県観光

ブースの出展や県内特産品の抽選会などを実施

し、地域の魅力ある観光資源などを県内外から

の来場者に対してＰＲするほか、大型ビジョン
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を活用して県に関係した様々な情報を発信して

きました。 

 それと２点目の大分ＦＣの経営に対する監督

指導責任に関係して、ドームの使用料を２０年

間減免したこと。それとドーム使用料の加算金

の見直しについて質疑をいただきました。 

 まず、ドームの使用料の２０年間の減免につ

いてですけれども、ドームが竣工した平成１３

年から使用料の２分の１を減免しており、債務

超過に陥った平成２２年からは全額免除として

います。今シーズンの使用料については新型コ

ロナウイルスの影響による累積赤字がまだ６千

万円計上されています。この累積赤字を早期に

解消する必要があること。それと昨年１１月に

開催された県民会議においても、引き続き県民、

経済界、行政の三位一体でトリニータを支援し

ていくことが決定されたことを踏まえ、県とし

ては上位リーグで戦い抜けるチームづくりが観

戦客の増加や健全な経営につながることから、

引き続き全額減免を土木建築部にお願いしたと

ころです。 

 なお、全額減免はあくまでも特例的な取扱い

であり、県民をはじめ関係者の皆様の十分な御

理解が必要であることから、県は今後もクラブ

の経営状況を十分にモニタリングしていく必要

があると考えています。 

 それと、使用料の加算金の見直しについてで

す。こちらの御提案はプロスポーツチームのチ

ケット収入の増加、つまり各チームにとって経

営改善につながる御提案だと理解しています。

こちらの加算金規定ですけれども、他県の状況

を参考にしながら定められたものと聞いていま

す。 

麻生委員 プロスポーツチーム等を活用した機

運醸成の中で、やっぱり交流人口の拡大に寄与

しているということですが、ホームゲームの１

９試合だけでなくて全３８試合活用するような

ことも大事ではないかなと思っています。あわ

せて、さきほどの３００倍規定、加算額、最高

額について先日調べてみたら、最高額の席は当

然ロイヤルシートと思っていたんですが、実際

はＳＳ席でした。 

 そう言えば最近、トリニータシートを我々押

しつけられて買っているけれども、年間１試合

ぐらいロイヤルシートで見てみたいと思います。

ラグビーもサッカーもワールドカップ２００２

年のときの貴賓席、ＶＩＰルームはとてもすば

らしいので、高いお金を出しても価値があると

思って調べてみたんですけれども、今はロイヤ

ルシートがなくなっているんです。こういった

部分が課題ではないかなと。 

 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯの超Ｖ

ＩＰ席はバルコニースイートで年間４千万円、

個室で十数人が着席できるようになっているし、

ドジャー・スタジアムのダイナミックプライシ

ング、変動制でいわゆる注目度とか対戦相手、

曜日によって変動制の料金設定がされていると

いうことです。以前、大分トリニータのホーム

ゲーム１９試合で大体ロイヤルシートが２０席

ほどあったかと思います。１ゲーム２５万円で

減免額を全部払ってもらえるんです。 

 したがって、こういった部分についてしっか

りと関係部局が連携を図って協議して、新しい

時代の交流人口を拡大するとかいろんなことに

も使えるわけですし、移住促進の場にするとか、

メインサポートの皆さん方に交流の場として活

用してもらうとか、２５万円だったら高いとは

言えないんではないかな。また、大分の食の魅

力を発信するとか、いろいろなことに使えるわ

けだから、工夫して使う形に持っていくことが

必要ではないかと思っています。 

 さきほどホーバークラフトの話も出ましたが、

減免というのはある意味商品の売掛金と同じで

はないか。売掛金にはきちんと担保や保証金、

保証人を取る、あるいは催促なしのあるとき払

い以下と言えるこの実体はしっかりと改善する

必要があることを指摘して、要望として申し上

げておきます。 

森委員長 ほかに事前通告されていない委員で

質疑はありませんか。 

今吉委員 空き家バンクの件ですけれど、空き

家対策促進事業、部長の説明の中で初め空き家

ビジネス活用支援って言いましたっけ。ビジネ

ス活用の支援と空き家バンクは制度的に違うん
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ですか。空き家をビジネスとして使うための補

助金というか、それは県外の企業が来て利用し

てもいいとか、そこの制度的な問題はどうなの

かと思うんですけれど。 

木口おおいた創生推進課長 空き家の活用につ

いて御質疑です。 

 一つが、空き家ビジネス活用事業があり、こ

ちらは地域のにぎわいづくりとか交流人口の拡

大のために空き家をビジネスということで、例

えば旅館を始めたいとか、旅館というのは宿泊

業です、飲食店を始めたりとかいう取組を行う

ところに対して補助を行う取組です。 

 もう一つ、空き家の利用についての事業があ

るけれども、こちらは県単独で県内の移住者の

方に活用いただくために改修費等の支援をして

いる制度があります。 

 これ以外に、国の方でも空き家の除却等を支

援する制度等もあります。 

今吉委員 ビジネス活用で旅館とか飲食をする

のはいいんですけれど、僕、前一遍聞いたのは

サテライトオフィスとか、県外の企業が空き家

を会社として利用する、そういうのも含むんで

すか。 

木口おおいた創生推進課長 空き家のビジネス

枠についての御質疑だと思います。空き家を活

用した地域の活性化につながるビジネスなので、

県外からの利用についても当然対象になる事業

です。 

今吉委員 地域で商売をするというよりも会社

の事務所的な活用もОＫということですか。 

木口おおいた創生推進課長 空き家の活用をす

る上で、現在事業としては店舗の利用としての

地元のゲストハウスや交流拠点の整備等に該当

する場合については補助対象になるけれども、

単なる倉庫とか社宅、あるいは事業実態のない

支店とかは外しています。（「分かりました」

と言う者あり） 

森委員長 そのほか事前通告していない委員で

質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは事前通告が２名の委員外議

員から出されているので、事前通告のあった委

員外議員の質疑を行います。 

守永委員外議員 二つの事業についてお尋ねし

ます。 

 一つが事業別説明書の６２ページのホーバー

クラフト利用促進事業費についてですが、ホー

バークラフトについてはさきほど若干説明があ

ったけれども、アンケート結果の話があったよ

うに、便数が少ないので片道利用に限られるケ

ースが多くなっているのが実態のようです。ホ

ーバークラフトに合わせてホーバーターミナル

へのバスの手配はしているけれども、利用者の

便宜を図る上ではエアライナーを西大分のホー

バーターミナルに立ち寄らせることがより合理

的と思うがどうでしょうか。 

 また、バス関係者の声を聞いたときに、利用

者からバス会社に声が上がってくると経営者も

検討するのではないかという話を聞いたことが

あるけれども、バス会社等から何らかの議論の

投げかけはなかったでしょうか。 

 もう一つ、事業別説明書の６３ページ、公共

交通ＥＶ車両導入支援事業費についてお尋ねし

ます。主要な施策の成果の中では２６９ページ

ですが、当該事業の成果の欄にＥＶ車両に関す

る航続距離、耐用年数、費用対効果の実績デー

タが少ないことから導入が進まず、目標を達成

できなかったとあるが、この事業で大型ＥＶバ

ス１台が導入され、今後の方針にある車両の運

用状況の分析については今後どのようにデータ

収集、分析し、公表していく予定か。また、そ

れらを踏まえて、今後の導入支援事業にどのよ

うにつなげていく予定か教えてください。 

幸野交通政策企画課長 ホーバークラフトにつ

いてお答えします。 

 ２点御質疑があったと思います。現在、県で

はホーバーターミナルから大分駅までの二次交

通のニーズ等を検証するため、無料シャトルバ

スの実証運行を行っています。現在の利用状況

は１便当たり平均８名、ホーバー利用者の約３

割に相当する状況であることから、大分駅まで

の二次交通に対するニーズは一定程度あると考

えており、その最適な手段を検討していく必要

があります。 
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 今、守永議員から御提案いただいたエアライ

ナーを西大分のターミナルに立ち寄らせること

についても、主にホーバークラフトの片道利用

者などにとっては利便性が高まるものと考えて

います。現状ではバス会社から県へのアプロー

チはありませんが、現在実施している利用者ア

ンケート調査の結果を踏まえて、具体的な導入

可能性について、今後、交通事業者とも協議を

したいと考えています。 

田原地域交通・物流対策室長 ＥＶバスの導入

について御質疑をいただきました。 

 ＥＶバスの導入については、バス事業者の車

両更新時期の都合とか、導入効果の実績データ

が少ないことから、これまで導入が進んでいま

せんでしたが、今年の３月に大分バス株式会社

において県内事業者で初となるＥＶ大型バスが

導入されました。 

 導入から半年が経過し、当該ＥＶバスの性能

や効果に係る実績データを大分バス株式会社が

集めて分析しているところで、分析結果が分か

り次第、県から各バス事業者に横展開をしてい

きたいと考えています。 

 また、国においても、今般、令和８年度から

事業者税の種別割と重量税を減免する特例措置

を設ける方針が報道で発表されたところであり、

今後全国的にも導入が加速されるものと考えて

います。 

 大分バスのＥＶバスは静かで振動もなく快適

な乗り心地で、かわいらしいラッピングと合わ

せ利用客にも大変好評です。今後も各バス事業

者に導入を積極的に働きかけていきます。 

守永委員外議員 ホーバーに関するエアライナ

ーとの連携については、行きはホーバーを使っ

て行ったけれども、帰りの便でホーバーが動か

ない、もしくはホーバーの時間に間に合わない

ケースのときには、はなからホーバーの利用を

諦めなきゃならないんです。 

 それをなくすためには、エアライナーを立ち

寄らせると。バスセンターがある新川までは戻

るわけですから、もうちょっと足を延ばす。そ

のためには何人の乗客がいれば赤字を出さない

かといった議論をしっかりしていけば、より利

便性は高まると思います。アンケートの中にそ

ういった内容が織り込まれているかは分からな

いけれども、是非交通事業者としっかり議論を

してほしいと思います。 

 また、ＥＶ車両については先日、教育委員会

との決算の議論の中で、支援学校のスクールバ

スの導入にあたってＥＶを得られなかったとい

うことで、航続距離の課題と価格といった部分

がありました。 

 やはり航続距離はどうしてもＥＶを使ったと

きに気になるし、技術的には進歩すると思うけ

れども、進歩の状況も含めていろんな会社から

情報を集める。また現状、実態として走らせる

中でどのような能力が発揮できているかをつか

んでもらえればと思うので。また、県の機関同

士で情報共有できるようにお願いしたいと思い

ます。 

堤委員外議員 度々ホーバークラフトの問題が

審議されているけれども、私もホーバークラフ

トの利用促進事業について聞きます。さきほど

の答弁の中でも、２０年間経営の赤字補填はし

ないという話がありました。そのためには、経

営状態がどうなのか県として常に把握しておか

なきゃならない。さきほどの答弁では随時把握

していないという話だったけれど、これは間違

いだと思う。随時やっぱりそういう点では把握

する。それが、これまで３９年か以前のホーバ

ークラフトが経営破綻したときの大きな教訓で

もある。県としてそういう立場に立たないかん

と思うけれども、そこら辺は一体どういう形で

随時検討をしていくのか。また、経営把握をし

ていくのかが一つ。 

 それと、２０年間減免する話だったね。大体

４０億円だと思うけれど、上下分離方式でホー

バーと施設利用料の減免は年間いくらで２０年

間ではいくらなのかを追加で聞きます。 

 それと、年間当初計画は３０万人から４０万

人の計画だったが、１年４か月遅れて今年の７

月から始まった。搭乗率が３割で三、四十万の

開きがあるが、始めたばかりで、本来開業した

途端ホーバークラフトの人気が上がって搭乗率

が増えると思うけれども、それが３割で、初日
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は６割ぐらいあったけど全体で３割ぐらいでし

ょう。だから３０万、４０万人にするのに旅行

商品の造成をするとか単純なことで増えるもの

じゃないと思います。だから、県としてどう具

体的な方向性を考えているかを二つ目に聞きま

す。 

 それと、冬までに増便を考えているとマスコ

ミ報道がされているけど、それについて県とし

てどのように状況をつかんでいるのか少し聞き

ます。 

幸野交通政策企画課長 １点目の経営状況につ

いては、船舶の貸付料や施設の使用料の減免が

必要かどうかという観点で、毎年度有識者を交

えた検証を通じて把握しています。把握の仕方

ですけれども、運航実績や収支の実績が積み上

がる年度末に行うこととしており、随時という

のは現時点の経営状況はまだ把握をしていませ

ん。これから運航事業者のデータを基に今年度

も検証を行っていきたいと考えています。 

 ２点目、減免の正確な金額ということです。

施設に関しては、現在使用している施設が年間

約５，６００万円になります。船舶に関しては、

２０年間で３７億円の整備費用を、単純に割り

戻すと単年度で１億８，５００万円になり、そ

の合計が約２億円超となります。 

 ３点目です。搭乗率３割の向上に向けて検討

して、どういったことを考えているかです。我

々としても、やはり運航事業者が安全第一に進

める中においても、利便性を向上して搭乗率を

上げてほしいと考えているところです。そのた

めには増便やダイヤの適正化、最適化が利用者

の利便につながり、リピーターが増えて搭乗率

が上がると考えているので、そういったダイヤ

の編成等に関わる相談について我々も入ってい

きたいと考えているし、運航事業者が行うこと

ですが、商品の造成等を行う一方で、県として

も希少な観光資源なので、商工観光労働部が行

う商談会であったり、その他ＰＲの場、あらゆ

る場を利用してホーバークラフトの認知を広げ

ていきたいと考えています。 

 ４点目に、今後の冬ダイヤの増便についてど

こまでの状況かというお話でした。正に今、こ

れから始まる冬の航空便のダイヤの接続を考え

て、現在行っている運航データの分析をして、

その便の搭乗率などを考えて最適なダイヤを編

成しようとしている過程であり、これからの作

業になると思います。県も編成作業に関しては

一緒に入って考えたいと思います。 

堤委員外議員 一つはですね、２０年間で４０

億円という金額が大きいんです。途中で経営が

破綻したからという理屈は絶対通らないと思う

んです。だから１年に一遍も大事だけれども、

経営状況は県として随時把握しておくことは絶

対必要だと思うんです。１年間に一遍、経営実

態を見て赤字でしたでは済まない話だから。当

然、来年３月末の経営は赤字だと思います。 

 しかし、それを具体的にどういう形でその赤

字を補填して利益を出していくか。利益が出な

ければ会社は成り立たないわけだから。そうい

うところまで含めて考えないと、上下分離して

いる状況で県の責任は果たしていかないかんと

思います。そういう点で、経営に対するアプロ

ーチ、第三者委員会とかじゃなくて、県として

具体的に常に連絡は取り合っているのかどうか。 

 それと、決算事業別説明書６２ページの中で、

騒音調査を実施と書いている。あの近隣はマン

ションや会社もあるけれども、そういう騒音に

対する苦情とか、また大きな羽根の風圧で水し

ぶきが飛ぶわけで、それに対する苦情が来てい

るのか、また来ていればそれに対する対応はど

うしているか、県の経営に対する問題と今のよ

うな問題について、再度聞きます。 

幸野交通政策企画課長 経営に関する県の把握

については、堤議員が御指摘のとおり県民の貴

重な財産を貸し付けて、空港アクセスの改善事

業を２０年間安定して行ってもらわないといけ

ないという意味で、運航事業者の経営状況はし

っかり把握しておかないといけないと考えてい

ます。 

 把握にあたっては、外部の有識者に入ってい

ただき、専門的な見地から経営状況をしっかり

見るということを考えているが、その中では単

年度ではなく長期的な将来にわたる推計も併せ

て見て、その事業の運営が適正に行われるかど
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うかを確認したいと考えています。 

 我々としても、日々の運航の状況や経営状況

を日計の形で逐次把握することは不可能だけれ

ども、随時そういったことは運航事業者と密に

連携を取って把握に努めたいと考えています。 

 ２点目の、地元の騒音あるいは飛沫に関わる

御心配です。運航事業を始めるときに地元に説

明をしています。国東側、西大分側、それぞれ

の地域の方々からやはり騒音や水しぶきによる

被害の御心配をいただきました。そこで、県と

しては、騒音に対する調査、あるいは飛沫に関

わる調査をこれまでも実施しており、今後も行

いたいと考えています。 

 具体的に、騒音に関しては、まず訓練におけ

る騒音の調査を１回終えました。それに関して

は一定の基準の範囲で、地域の皆様方にその結

果もお伝えしましたが、特に御心配の声はなか

ったところです。しかしながら、これから夜間

の航行も始めます。夜間はまた基準も厳しくな

るので、引き続きそういった調査はこれからも

継続をしていきたいと考えています。 

 それから飛沫の調査も同様に実施しています。

訓練時の調査に加えて、これから定期で始める

ので、その中で調査をしていきます。気象・海

象の状況によっては、風向きによって飛沫の影

響を受けるという声もあります。そういった声

を一つずつ聞きながら、しっかりとした調査を

進めていきます。 

堤委員外議員 飛沫の問題は、かなりプロペラ

が大きいから非常に近隣に飛んでくる話を聞い

ているので、是非適切な対応をしなければなら

ないと思います。 

 あと経営の問題については年に一遍じゃなく

て、確か毎日の日計表、別にそれを調査しなさ

いとは言ってない。年に一遍だけじゃなくてそ

ういうふうに半年に一遍ぐらい会社を訪問して

経営状態はどうかを、正式な場じゃなくてもい

いけれどそういうのを見ながら、そのときに半

年に一遍見たときに赤字であれば具体的にどう

するかも含めてやっていかないと。県がそれだ

けのお金を使っているから無駄にするわけには

いかない。県としてしっかりと対応してほしい

ので、強く要望しておきます。 

森委員長 ほかに、委員外議員で質疑はありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員の方からほかに何か質疑はあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別にないので、これで質疑を終了し

ます。 

 これをもって、企画振興部関係の審査を終わ

ります。執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 

 

  〔企画振興部、委員外議員退室〕 

 

森委員長 これより、決算審査報告について、

内部協議に入ります。 

 さきほどの企画振興部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や、来年度予算へ反

映させるべき意見、要望事項等があればお願い

します。 

麻生委員 さきほど、指摘をした大分フットボ

ールクラブによるクラサスドームの使用料とか、

ホーバークラフト、ホーバーターミナルおおい

たの施設使用料とか、もろもろの使用料につい

ては原則、歳入の際、審査の際に受益者負担で

あるという明確な答弁が出ているけれども、そ

ういう中にあって予算計上、歳入予算に計上さ

れていない。したがって責任所在も曖昧になっ

ていることを指摘せざるを得ません。それを明

記をすることが重要ではないかと思います。 

 また、全額減免の減免措置についての判断基

準が実に曖昧であることも指摘をした上で、基

本的には減免したものは売掛金としても計上し

て見える化をしていく必要があると思うんです。

商品の売掛金にはきちんと担保や保証人や保証

金というのを民間だったら普通取るわけだけれ

ども、こういった部分が全く取られていない。

したがって減免も単年度で判断してそのままず
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るずる安穏といっている。これだったら、もう

県そのものが倒産してしまうと言っても過言で

はありません。後からちゃんと払ってくれれば

いいんですが、催促もしていなければ、単年度

でちょんと切っている、これが現実だろうと思

います。こういった緩い取扱いは許されないと

思うので、しっかりと担保を取るとか、保証人

とか保証金とか、こういった部分をどうするか

について明確な改善策を出していく必要がある

と思う。この件について、是非決算特別委員会

としても指摘をし改善を求める必要があると思

うので、御協議いただければ幸いです。 

猿渡委員 東九州新幹線と豊予海峡ルートの問

題については、決算審査の中でもいろいろな道

路や河川の草刈りや防災減災など県民の切実な

要求要望に対して十分に予算が付けられていな

い問題が指摘されています。そういう切実な要

求が多岐にわたって強い中で、私はもう豊予海

峡ルートや東九州新幹線よりも身近な問題を税

金の使い方として優先すべきだと考えるので、

その点を是非決算特別委員会として指摘するべ

きではないかと思います。 

 それと、ホーバークラフトの経営問題につい

て、運航事業者の経営状況をしっかり随時把握

していくべきだという点も大事な問題だと思う

ので、その点も是非入れてほしいと思います。 

森委員長 ただいま、麻生委員と猿渡委員から

いただいた御意見、御要望及び本日の審査にお

ける質疑を踏まえ、審査報告書案として取りま

とめたいと思います。 

 詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、そのようにします。 

 以上で企画振興部関係の審査報告書の検討を

終わります。 

 暫時、休憩します。 

午前１１時３７分休憩 
――――――――――― 
午後 １時００分再開 

阿部（長）副委員長 休憩前に引き続き、委員

会を開きます。 

これより福祉保健部関係の審査を行います。 

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。 

それでは、福祉保健部長及び関係課室長の説

明を求めます。 

首藤福祉保健部長 初めに、令和６年度決算特

別委員会審査報告書に対する処置状況について、

御説明します。 

 資料番号１３、令和６年度決算特別委員会審

査報告書に対する措置状況報告書の５ページを

お願いします。 

 福祉保健部関係の指摘事項は４件あります。 

 まず、児童措置費負担金の収入未済について

です。 

 県が児童福祉施設等へ児童を入所措置した場

合、措置費の全部又は一部を扶養義務者等の負

担能力に応じて負担金として徴収しています。 

 令和６年度末の収入未済額は約９，０２０万

円、前年度に比べ約３２５万円増加した一方で、

徴収率については、０．４ポイントの減となっ

ています。 

主な要因としては、保護者の生活困窮や納入

意識の乏しさ、行方不明などとなっています。

このため、児童相談所では、措置開始のタイミ

ングで保護者への納付指導を徹底するなど、新

たな滞納の発生防止に努めてきました。 

また、徴収事務を行う市の福祉事務所や県地

域福祉室と児童相談所との連携強化に取り組む

とともに、年２回の徴収強化月間では、文書や

電話・家庭訪問による催告等を集中的に行い、

徴収強化を図ったところです。 

なお、令和３年度からは、保護者の状況が最

も容易に把握できる児童相談所が滞納整理を行

うよう、業務の見直しを行い、市福祉事務所と

の緊密な連携の下で、措置開始の初期段階から

未納者に対する働きかけを強化するなど、効率

的な納入指導に取り組んでいます。 

今後とも、収入未済の解消と新たな滞納の発

生防止に努めていきます。 

続いて、６ページを御覧ください。 

母子父子寡婦福祉資金の収入未済についてで

す。 
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この貸付金は、ひとり親家庭の経済的自立と

生活意欲の助長を図るものですが、滞納者の多

くは期限内の償還が困難な場合でも年月をかけ

て完納しており、昭和２８年度の制度発足以来

の償還率は９８．６％となっています。 

令和６年度の収入未済額は、約８，６３４万

円と前年度に比べ約１９７万円の減、償還率に

ついては、現年度分が８６．５％と高い水準を

維持している一方で、過年度分は１０．１％と

低く、その未済額の縮減が課題となっています。 

そのため、年２回の償還強化月間における長

期・大口滞納者を中心とした電話催告や家庭訪

問の集中実施のほか、期限内に納入がなかった

場合の違約金徴収等により、納入指導や償還の

意識付けの強化を図っています。 

また、最終納付から２年以上経過している債

権の回収については、民間会社に委託しており、

令和６年度は約９７万円の回収につなげていま

す。 

今後ともこうした取組により、収入未済の解

消と新たな滞納の発生防止に努めていきます。 

続いて、１６ページを御覧ください。 

訪問看護強化事業についてです。 

在宅医療を進める上で重要な役割を担う訪問

看護ステーションは、令和７年４月１日時点で

県内２３１か所、そのうち、２４時間３６５日

対応可能な機能強化型訪問看護ステーションは

１３か所となっています。 

県では、機能強化型訪問看護ステーションを

全ての医療圏に１か所以上設置することを目標

としていますが、現在、南部、西部及び北部医

療圏が未設置となっています。 

 そのため、令和６年度は、豊肥及び西部医療

圏の訪問看護ステーションにアドバイザーを派

遣し、機能強化型への移行に向けた課題整理と

届出基準を達成するための助言を行いました。

そのうち、豊肥医療圏の訪問看護ステーション

は今年度４月１日から機能強化型に移行してお

り、西部及び北部医療圏についても、今年度、

新たな設置に向けた動きがあります。 

引き続き、未設置の医療圏での早期設置を目

指すとともに、安定的な運営を図れるよう、大

分県看護協会等と連携して経営面の支援や、専

門的知識習得のための研修会の実施による人材

の育成に加え、潜在看護師等を対象とした就職

ＷＥＢガイダンスなどによる人材の確保を進め

ていきます。 

 さらに、広域対応する訪問看護ステーション

には、ＡＩを活用した訪問ルートの最適化やＩ

ＣＴを活用した服薬の遠隔確認などについて情

報提供を行うとともに、現場の声を丁寧に聞き、

必要に応じて国に伝えていきます。 

続いて、１７ページを御覧ください。 

 障がい者活躍についてです。 

 県ではこれまで、障がい者活躍日本一の実現

に向け、様々な施策に取り組んできており、障

がい者の就労促進については、県内６か所に設

置している障がい者雇用アドバイザーが約２，

２００件の企業訪問を行い、仕事の切り出しや

人材のマッチング支援を通じて、３３９名の新

規雇用につなげたほか、令和７年１月に開催し

た障がい者向け合同企業説明会では、延べ８０

社の企業、２７７名が参加し、企業と障がい者

のマッチングのきっかけづくりを行ったところ

です。 

一方で、障害福祉サービス事業所の環境改善

のため、電気代等の物価高騰支援や報酬改定に

先駆けた処遇改善臨時交付金の交付などに加え、

今年度からは業務拡大等のための助成制度を創

設し、就労継続支援事業所の機能強化にも取り

組んでいます。 

また、おおいた障がい者芸術文化支援センタ

ー等と連携し、県立美術館での公募展や企画展

などを通じて障がい者アートの発表や鑑賞の機

会を創出しています。令和６年度の公募展には、

５００点を超える作品が出品されるとともに、

企画展の来場者数も過去最多の５，２９９人と

なりました。県民の障がい者アートへの理解や

社会的認知が深まり、活動の場が広がるほか、

作品が商品パッケージに採用されるなど、実際

のビジネスに結び付く事例も出ているところで

す。 

 引き続き、関係部局と連携協力を深め、障が

い者活躍日本一の実現に取り組んでいきます。 
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続いて、資料１１－２、大分県長期総合計画

の実施状況についてより、当部の主要事業等に

ついて、説明します。 

６６ページを御覧ください。 

１番、伴走型出産・子育て応援事業です。 

この事業は、全ての妊産婦・子育て世帯が安

心して出産・子育てができる環境を整備するた

め、妊娠届時からの伴走型相談支援と経済的支

援を一体的に行う市町村の取組を支援するもの

です。 

事業の成果については、右上の成果指標のと

おり、令和６年度末時点の産後ケア事業の利用

率は２６．８％となり、目標の９．０％を大き

く上回りました。これは、令和６年度から１２

市町村で訪問型事業が開始されたことに加え、

産後ケア事業の認知度の向上が利用促進に寄与

したものと考えています。 

その下にあるとおり、産後ケア事業推進研修

会には、県内の関係者８９人が参加し、技術や

知識の習得により、ケアの質の向上につなげて

います。 

今後も、安全で利用しやすい産後ケア事業の

推進に向けて、事業者に対する研修を実施する

とともに、引き続き県民の利便性向上のために

市町村を越えた広域利用の調整を図っていきま

す。 

次に、７６ページを御覧ください。 

３番、家庭養護推進事業です。 

この事業は、社会的養護が必要な児童を家庭

的な環境で養育する里親委託を推進するため、

制度の周知・啓発を積極的に行い、新規登録の

里親を確保するとともに、児童を受け入れた里

親が安心して養育を継続できるよう里親養育サ

ポーターを派遣し、養育に関する相談支援等を

行ったものです。 

事業の成果については、家庭養護推進協力員

や関係機関と連携し、市町村各会場やオンライ

ンで募集説明会や里親スタートミーティング等

を開催した結果、成果指標のとおり、里親新規

登録者数は目標を上回る４２人になりました。 

今後も引き続き、県内各地での制度の周知啓

発により里親登録者の確保を目指すとともに、

研修開催等により里親の負担軽減や養育技術の

向上を図っていきます。 

次に、８６ページを御覧ください。 

１番、みんなで進める健康づくり事業です。 

この事業は、健康寿命を延伸させるため、健

康づくりに対する県民意識の醸成に向けた県民

運動を展開するとともに、働く世代の心身の健

康づくりを支援したものです。 

事業の成果としては、大分県公式健康アプリ

おおいた歩得（あるとっく）の再開発を行い、

アクティブユーザーを増やす仕組みを取り入れ

た機能の拡充を図った新健康アプリあるとっく

をリリースしました。また、県が公表する１３

項目ある健康寿命補助指標を活用した市町村ご

との健康課題解決に向けた取組を伴走支援しま

した。 

引き続き、新健康アプリあるとっくや、毎年

検証可能な１３の健康寿命補助指標を活用し、

全ての県民が生涯を通じて健康で活力あふれる

人生を送ることができる生涯健康県おおいたの

実現を目指していきます。 

次に、９３ページを御覧ください。 

６番、臓器移植医療連携強化事業です。 

この事業は、臓器移植を推進するため、専任

医師による医療機関への臓器提供に関する選択

肢提示の徹底指導や、脳死患者が発生した場合

の相談体制の構築による連携強化に取り組んだ

ものです。 

右下、事業の成果のとおり、県内医療機関へ

の訪問指導や相談体制の構築により７年ぶりに

脳死下で１件、心停止下で１件の計２件の臓器

提供に結びつきました。 

引き続き、県内医療機関への訪問指導を行い、

連携強化を図っていきます。 

次に、１０４ページを御覧ください。 

８番、外国人介護人材確保対策事業です。 

 この事業は、福祉・介護ニーズの増大に伴う

介護人材不足に対応するため、外国人介護人材

が円滑に就労・定着できるよう、受入体制の整

備等に取り組むものです。 

右上の成果指標、外国人介護人材受入者数に

ついてですが、これは雇用インセンティブ補助
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金により受入れの際の渡航費など初期費用を助

成した人数であり、令和６年度は目標を大きく

上回る５５人となっています。 

真ん中下の事業の成果にあるとおり、令和６

年１０月にインドネシア共和国の介護人材養成

機関と人材確保に向けた連携協定を締結したこ

とを踏まえて、その右、今後の方針については、

インドネシア共和国を中心に、送出国と県内介

護事業者との相互交流をさらに促進するととも

に、本県の充実した支援制度などを広く送出国

にＰＲすることで、外国人介護人材の本県への

受入拡大を図っていきます。 

 次に、２４１ページを御覧ください。 

 ５番、障がい者芸術推進事業です。 

 この事業は、おおいた障がい者芸術文化支援

センターを運営し、福祉事業所などに対する相

談支援や、企画展・作品展を通じた創造・発表

・鑑賞機会の提供等を行うものです。 

右下の事業の成果及び今後の方針ですが、令

和元年のセンター開設以来、オープンアトリエ

やアウトリーチ事業、セミナー等を積極的に実

施したことなどにより、昨年度の企画展、手か

ら始まるアドベンチャーでは、過去最高となる

５，２９９人の観覧者数を記録しました。 

今後も、センターにおける中間支援機能の充

実を図るとともに、新たに作品の商品化に向け

た支援を行うことにより、芸術文化活動を通じ

た障がい者の活躍を促進していきます。 

続いて、令和６年度の行政監査及び包括外部

監査の結果について御報告します。 

 資料番号１６、令和６年度行政監査・包括外

部監査の結果の概要の３ページを御覧ください。 

 まず、行政監査についてです。 

２の監査テーマ及び目的のとおり、昨年度は

人材育成について監査が行われましたが、４ペ

ージ、５ページにあるように、福祉保健部関連

で改善事項・検討事項の指摘はありませんでし

た。 

続いて、６ページを御覧ください。 

包括外部監査の結果について御報告します。 

３の監査テーマ及び監査対象のとおり、昨年

度は環境関連施策について、監査が行われまし

た。 

 ７ページを御覧ください。 

 福祉保健部関連では番号１、老人クラブ助成

事業について、勧奨事項の指摘がありました。 

 本事業は、老人クラブが行う高齢者の社会参

加活動や生きがいづくり等の各種活動の経費を

一部助成するものですが、地域の住みよい環境

づくりに大きな役割を果たしている老人クラブ

の会員が減少していることに対し、行政として

どのように支援していくのか検討していく必要

があるとの御指摘をいただきました。 

 本件については、大分県老人クラブ会員増強

推進協議会を年２回開催するなど、県及び市町

村の老人クラブ等と会員減少に対する対応策を

共に検討しているところです。 

高木福祉保健企画課長 福祉保健部一般会計の

歳入歳出決算の主な事項について、御説明しま

す。 

資料番号９、令和６年度決算附属調書の１２

ページを御覧ください。 

まず、歳入決算額の予算に対する増減額です。 

 左端科目欄の一番上、福祉生活費国庫補助金

は、２２億４，６８１万６，６７２円の減とな

っています。 

これは、増減理由欄の中ほど、人材確保・職

場環境改善等交付金について、介護職員等離職

防止・職場定着推進事業費の補助金等を繰り越

したことなどによるものです。 

 また、科目欄、保健環境費国庫補助金は１８

億４，７８５万２，５２４円の減となっていま

す。 

これは、増減理由欄の一番下、医療提供体制

推進事業費補助金について、医療提供体制緊急

支援事業費の補助金等を繰り越したことなどに

よるものです。 

次に、２９ページを御覧ください。不用額に

ついてです。 

 科目欄の中ほど、福祉生活費の児童福祉費の

上から２番目、児童保護費が６億４，２３０万

７，１１７円となっています。 

 これは、保育環境向上支援事業費の補助金等

が見込みを下回ったことによるものです。 
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 ３０ページを御覧ください。 

 科目欄、保健環境費の公衆衛生費の上から３

番目、予防費が５億６，６７２万３４７円とな

っています。 

 これは、新型コロナウイルス感染症対策事業

費の医療費公費負担額が見込みを下回ったこと

などによるものです。 

 次に、３８ページを御覧ください。 

収入未済額についてです。 

 科目欄の中ほど、分担金及び負担金の福祉生

活費負担金が９，０１９万９，７２５円となっ

ています。 

 これは、児童を児童養護施設等に入所・措置

した場合に徴収する負担金について、納入義務

者の生活困窮などにより、収入未済が生じたも

のです。 

 続いて、特別会計について御説明します。 

７４ページを御覧ください。 

国民健康保険事業特別会計における歳入決算

額の予算に対する増減額についてです。 

中ほどの国庫補助金が５億２，３８０万８千

円の増となっています。これは、国からの調整

交付金の交付額が見込みを上回ったこと等によ

るものです。 

次に、その下の繰入金は３億７，７８７万３，

３９０円の減となっています。これは、一般会

計繰入金が見込みを下回ったことによるもので

す。 

次に、７８ページを御覧ください。 

 科目欄の上から二つ目、国民健康保険事業特

別会計と三つ目、母子父子寡婦福祉資金特別会

計における不用額についてです。 

 まず、国民健康保険事業特別会計ですが、主

なものとしては保険給付費等交付金が３６億６，

９２７万３００円となっています。 

 これは普通交付金が見込みを下回ったことに

よるものです。 

 続いて、母子父子寡婦福祉資金ですが、貸付

金が６，８７７万６，４２０円となっています。 

 これは、ひとり親家庭等への貸付実績が見込

みを下回ったことによるものです。 

次に、８２ページを御覧ください。 

 科目欄の一番上、母子父子寡婦福祉資金特別

会計における収入未済額についてです。 

 貸付金元利収入が８，６１４万１，９５２円

となっています。これは、納入義務者であるひ

とり親家庭等の生活困窮などにより、収入未済

となったものです。 

 決算附属調書の説明については以上です。 

 次に、歳出決算の主な事業について御説明し

ます。 

 資料番号１０、令和６年度一般会計及び特別

会計決算事業別説明書の７０ページを御覧くだ

さい。 

 まず初めに、福祉保健企画課関係について、

御説明します。 

 事業説明欄の下から４番目、災害時要配慮者

支援事業費、決算額１，８１９万９，０４４円

です。 

 この事業は、災害時における要配慮者の安全

・安心を確保するため、大分県社会福祉協議会

に作成支援コーディネーターを配置し、地域派

遣等を行うとともに、ケアマネージャーなど福

祉専門職向けの研修会の開催や自主防災組織等

の当事者団体を対象としたセミナーの開催によ

り、市町村が行う個別避難計画の作成等を支援

したものです。 

 以降、その他の事業については各所属長から

説明します。 

川邉保護・監査指導室長 同じく、決算事業別

説明書の７２ページをお開きください。 

 保護・監査指導室関係について、御説明しま

す。 

 事業説明欄の一番上、生活保護費、決算額１

３億４，９８７万７，９４７円です。 

 これは、生活保護に要した経費のうち、県に

実施責任のある町村分に関するものなどです。 

坪井医療政策課長 決算事業別説明書の７６ペ

ージをお開きください。 

 医療政策課関係について、御説明します。 

 第２目医療対策費、事業説明欄の上から２番

目、医師偏在解消推進事業費、決算額５，０５

６万９，４９１円です。 

 この事業は、地域医療を担う医師の確保及び
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地域や診療科の偏在解消を図るため、地域中核

病院や小児科・産婦人科・救急科で専門研修を

行う医師に対して研修資金を貸与したほか、臨

床研修医の確保に向け、臨床研修病院合同説明

会を開催し、医学生と病院とのマッチング等を

実施したものです。 

荒金薬務室長 決算事業別説明書の８０ページ

をお開きください。 

 薬務室関係について、御説明します。 

 事業説明欄の一番上、薬務取締費、決算額５

９８万８，３１９円です。 

 これは、医薬品、毒物劇物等の事業者に対す

る指導監督等や薬剤師確保対策を行った経費で

す。 

池邉健康政策・感染症対策課長 決算事業別説

明書の８４ページをお開きください。 

 健康政策・感染症対策課関係について、御説

明します。 

 事業説明欄の一番下、新興感染症等対策推進

事業費、決算額３億９６７万７，５９４円です。 

この事業は、新興感染症の発生等に備えるた

め、医療機関、薬局、訪問看護事業所と医療措

置協定を締結し、協定で定められた医療機関の

新興感染症対応に必要な施設・設備整備の補助

等を行ったものです。 

また、県衛生環境研究センターの検査機器等

を整備し、大分大学グローカル感染症研究セン

ター、大分市保健所と連携した検査体制を確立

することで、平時から有事まで実効性のある体

制を構築しました。 

大和県民健康増進課長 決算事業別説明書の８

１ページをお開きください。 

 県民健康増進課関係について、御説明します。 

事業別説明欄の一番上、糖尿病性腎症重症化

予防推進事業費、決算額９８０万２，１５７円

です。 

 これは、糖尿病性腎症の重症化による人工透

析治療の導入を回避するため、かかりつけ医と

糖尿病・腎臓病専門医等との連携を推進し、個

別支援の強化等に取り組むとともに、大分県糖

尿病性腎症重症化予防プログラムや診療ガイド

の改定を行ったものです。 

また、受診勧奨に係る実態調査の結果を基に、

健診機関や各保険者に対し、重症化ハイリスク

者への受診勧奨の強化を働きかけました。 

渡邉高齢者福祉課長 決算事業別説明書の９５

ページをお開きください。 

 高齢者福祉課関係について、御説明します。 

 事業説明欄の上から２番目、介護現場革新推

進事業費、決算額４億９，７８１万７，１２３

円です。 

 この事業は、介護従事者の負担を軽減し離職

防止を図るため、ＩＣＴ化やノーリフティング

ケア等の導入に要する経費を助成し、働きやす

い職場環境の整備を支援するもの等であり、令

和６年度末時点では、１９６の入所型施設のう

ち１６７施設がＤＸを導入し、導入率は８５％

となっています。 

鈴木こども未来課長 決算事業別説明書の９８

ページをお開きください。 

 こども未来課関係について、御説明します。 

第２目児童保護費事業説明欄の一番上、おお

いた出会い応援事業費、決算額４，１５６万９，

２４９円です。 

 これは、県民の結婚の希望を後押しするため、

出会いサポートセンターを運営したほか、団体

・企業と連携した婚活イベントを知事公舎など

で計４回開催し、出会いの機会創出に取り組み

ました。 

また、ＡＩを活用した１対１のマッチングの

ほか、会員を対象とした自己ＰＲや第一印象の

作り方の研修を実施し、令和６年度は３４組が

成婚に至り、センター創設以来、延べ２３１組

の成婚となりました。 

三重野こども・家庭支援課長 決算事業別説明

書の１０４ページをお開きください。 

 こども・家庭支援課関係について、御説明し

ます。 

 事業説明欄の上から３番目、児童相談所施設

整備事業費、決算額４，３４９万７，９０８円

です。 

 これは、増加する児童虐待への対応強化のた

め、児童福祉司等の増員に伴い狭隘化した中央

児童相談所大分支所と中津児童相談所の執務室
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等の改修及び児童の受入環境改善のため一時保

護所の改修に向けた実施設計を行ったものです。 

 なお、大分支所は昨年１０月に、本年度にか

けて工事を行った中津児童相談所は今年７月に

それぞれ改修を終え、新しい執務室で業務を行

っています。また、一時保護所は、今年７月に

工事着工し、来年２月の竣工を予定しています。 

荻障害福祉課長 決算事業別説明書の１０８ペ

ージをお開きください。 

 障害福祉課関係について、御説明します。 

 事業説明欄の一番上、医療的ケア児等支援推

進事業費、決算額１，１８２万６，５４７円で

す。 

これは、医療的ケア児等が地域で適切な支援

を受けられる環境を整えるため、ワンストップ

で相談ができる体制を整備するほか、在宅介護

における家族のレスパイトを目的とした保険適

用外の訪問看護利用に係る経費を助成したもの

です。 

日野障害者社会参加推進室長 決算事業別説明

書の１１３ページをお開きください。 

 障害者社会参加推進室関係について、御説明

します。 

 事業説明欄の一番下、障がい者就労環境づく

り推進事業費、決算額７，３２６万１，９０５

円です。 

これは、障がい者雇用を促進するため、障が

い者雇用アドバイザーによる企業訪問や人材の

掘り起こしを行うとともに、定着アドバイザー

による特性に応じた定着支援などを実施したも

のです。 

説明は以上になります。御審査のほど、よろ

しくお願いします。 

阿部（長）副委員長 以上で説明は終わりまし

た。 

 これより質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。 

 事前通告が７名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

佐藤委員 よろしくお願いします。主要な施策

の成果の８６ページ、みんなで進める健康づく

り事業について３点お尋ねします。 

 健康アプリあるとっくについてですけれども、

アプリを一新して、以前のおおいた歩得から改

良して再スタートをしたところです。私も毎日

歩いており、以前のアプリから利用していると

ころです。県内、それから地域の皆さんとの競

合ができてとてもよい取組だと思って、知人友

人等に勧めているところです。しかしながら、

実際に新しいアプリを毎日使ってみて、前のア

プリとの違いをちょっと感じていないところで

す。具体的に何が変わったのか、新しい機能と

は何か、そしてアクティブユーザーを増やす機

能とは何か説明をしていただきたいと思います。 

 ２点目です。おおいた食の環境整備事業につ

いて、うま塩、もっと野菜について、具体的に

どのような事業に取り組んだのか教えてくださ

い。 

 そして３点目です。若い世代の健康づくりと

して現状の指標、食の健康応援団登録数や健康

経営事業所の認定数も支援をする指標としては

よいと思いますけれども、実質的に若い世代が

健康になったという数値確認は、ほかに何かで

きるものがないかお尋ねをしたいと思います。 

大和健康増進課長 三つ、みんなで進める健康

づくり事業について御質疑をいただきました。 

 まず一つ目、以前のおおいた歩得との違い、

またアクティブユーザーを増やす機能とは何か

についてお答えします。 

 新アプリでは健康チェック機能を充実させ、

毎日の睡眠や野菜摂取などの生活習慣を記録で

きる機能を追加し、健康的な生活習慣の定着を

図っています。また、歩数等でたまったポイン

トを使うことで、スポーツジムの無料体験など

協力店で様々なサービスを受けられるほか、県

産品が当たる抽選にも応募できるようになりま

した。このようにポイントで得られる特典がイ

ンセンティブとなり、さらに歩いてポイントを

ためようと行動を促す仕組みになっています。

加えて、季節ごとの健康管理に役立つコラムの

配信や職場対抗戦などのイベントを開催してお

り、こうした取組によりアクティブユーザーを
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増やすよう努めています。 

 二つ目、うま塩、もっと野菜の事業の具体的

な取組についてです。 

 昨年８月の野菜の日の取組では、食品関連企

業や市町村と連携して県内各地のイベントで野

菜摂取量の測定コーナーを設け、幅広い年代の

方に測定してもらうとともに、結果を基に管理

栄養士等がアドバイスを行うことで健康意識の

向上を図りました。 

 また、スーパーや飲食店に対しては食の健康

応援団への登録を働きかけ、減塩や野菜たっぷ

りの弁当、惣菜の提供を拡大するとともに、１

０月にはキャンペーンを実施し、うま塩弁当の

普及に重点的に取り組みました。加えて、企業

や栄養士会と連携して、うま塩やもっと野菜の

レシピを作成し、ＳＮＳ等での情報発信により

意識醸成を図ってきたところです。 

 三つ目、若い世代の健康づくりについて、実

態として改善されたという数値はないのかにつ

いては、県民健康づくり実態調査によると、１

回３０分以上軽く汗をかく運動を週に２日以上、

１年以上実施している者の割合は、平成２３年

と令和４年で比較すると、２０代、３０代では

男性は３０ポイント以上、女性は１０ポイント

以上増加しており、この点において大きく改善

が見られています。若い世代で運動習慣の定着

がさらに進むよう、あるとっくの利用拡大に努

めていきます。 

佐藤委員 ありがとうございます。 

 まず、あるとっくの関係ですけれども、確か

にいろいろ今回答いただいたんですけれども、

前のおおいた歩得でもあった機能が多いのかな

と。少し厚みを増したところはあるんじゃない

かなと思います。 

 そして、これは個人的な考え方があるので、

人によってはちょっとその辺の取り方が違うの

かもしれませんけど、例えば私にとっては県内

での順位とか、それから地域の順位、それは以

前の分では年代ごとに出せていたと思います。

今の分では、年代ごとはなくて地域ごと、県ご

と、年代ごとだけになってきていて、より深い

ところに入っていけない状況になっているので、

そういうのも必要かなと思います。それから必

要かどうかは別なんですけど、周遊機能にして

も、まだ多分開発途中なのかもしれませんけど、

１機能しかないので、こういうのも増やして少

し楽しみが増えればどうかなと思います。 

 その辺は、今後もう少し機能を増やしていた

だければと思っています。これは、もう要望で

結構です。 

 それから、２点目のおおいた食の環境整備事

業についてです。いろんな取組があることは、

今理解しました。以前、豊後高田市でも、こう

いう感じで豊後高だしというだしの開発、そし

てその販売、それから地域の野菜の販売促進に

取り組んできた経過がありました。ただ、これ

も、どうも行政主体でやってしまうと、数年の

うちは頑張ってやるんですけれども、だんだん

トーンダウンして、今もちゃんと売っているん

ですけれども、少し取組の力が抜けてきている

気がします。 

 今後とも何か新しい取組で、常に目新しく訴

えられるようにして、次の一手を考えていただ

きたいと思いますが、もし次の一手をお考えで

したら、また教えてください。 

 それから、３点目の若い世代の健康づくりに

ついては、そういう実態の調査がちゃんとでき

ているということで、よかったと思うので、是

非今後ともよろしくお願いします。 

 もし何か答弁ありましたら、お願いします。 

大和県民健康増進課長 食の分野についてです

けれども、さきほど答弁もさせていただきまし

たが、食の健康応援団ということで県内全域で

５７５の店舗を今登録しており、例えばカロリ

ーが控えめとか減塩とか、そうした店舗を登録

をしているところです。こうした店舗などが工

夫して進めている取組については、あるとっく

でも紹介をさせていただきますけれども、その

ほかにもいろんなキャンペーンなども通じて、

できるだけ広く、お店が続けていただけるよう

に工夫をしていきたいと考えています。 

澤田委員 それでは、よろしくお願いします。

私からは２点あります。決算事業別説明書７３

ページの備蓄物資管理費についてです。 
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 基本的なことなんですけれども、この備蓄物

資の主な物資に関してはどのような種類なのか、

教えていただければと思います。 

 また、報道でありましたけれども、地域防災

計画の改定で、今後その備蓄状況を毎年公表す

ると言われていました。いつ公表するのかをお

聞きしたいと思います。 
 もう１点が決算事業別説明書７０ページ、災

害時要配慮者支援事業費についてです。 
 さきほど課長からも御説明がありましたけれ

ども、災害時の要配慮支援に関しては、個別計

画であるかと思いますけれども、総務省の発表

によれば、都道府県ごとの個別避難計画の作成

の状況が全国平均で１４％、本県に関しては４

９％ということで、非常に高い作成率で今進ん

でいると認識をしています。一番高いところは

香川県で６３．５％と記憶していますけれども、

この個別計画は非常に大切なことでありながら、

やっぱり作成が非常に難しいところもあるかと

思います。その御苦労は本当に思うところです

けれども、現時点での個別配慮計画の避難計画

の作成率を教えていただければと思います。 
 また、令和７年度から災害時要配慮者支援強

化事業として福祉避難所の連携体制を構築する

と計画にありますが、具体的なスキームを教え

てください。 
高木福祉保健企画課長 それでは、まず備蓄物

資管理費について回答します。 

 備蓄物資の種類についてです。主な備蓄物資

は、アルファ化米やレトルトカレーなどの食料

品、そして飲料水、毛布、携帯トイレなどの生

活用品のほか、配慮が必要な方へのおむつや生

理用品、ダンボールベッドなどとなっています。 
 次に、備蓄状況の公表予定についてですが、

災害対策基本法の改正により、県と市町村は毎

年その年の備蓄状況を１２月末までに公表する

こととされたところです。なお、今年の備蓄状

況については来年７月１日までの公表で差し支

えないとされていることから、それまでに公表

したいと考えています。 
 続いて、災害時要配慮者支援事業費について、

一つ目、個別避難計画の作成率です。本年４月

１日時点で、作成率は４９％となっています。 
 次に、福祉避難所連携体制構築のスキームに

ついてですが、災害時に確実に福祉避難所の開

設、運営ができるよう地域の福祉施設がグルー

プを形成し、避難者や職員の相互受入れ、施設

利用者の移送など、複数施設による実働訓練の

実施に対して支援することとしています。グル

ープに対して訓練用物品の購入、講師謝金、資

料作成費など、５０万円を上限に支援すること

にしています。 
澤田委員 ありがとうございます。 

 まず１点目、再質疑ですけれども、備蓄物資

管理費についてですが、アレルギーをお持ちの

方から心配の声もかなりあるので、アレルギー

に対応している食品も含まれているのか。また、

今、スフィア基準がありますけれども、アレル

ギーに対して、本県でどのくらいアレルギーの

方がいて、それを用意しているのかが分かれば

教えていただければと思います。 
 もう１点が災害時の福祉避難所の連携体制で

すけれども、具体的にグループで共同しての避

難訓練とかはもう実施しているのか、また今後

実施する計画があるのかについて教えてくださ

い。 

高木福祉保健企画課長 まずアレルギー食品に

ついてですが、食品についてはアルファ化米、

おかずとしてレトルトカレー、そういったもの

を準備していますが、これは全てアレルギー対

応の食品にしています。 

 それと、連携体制ですが、今年、大分市、中

津市、津久見市の３グループでの実施を今のと

ころ予定しています。 

澤田委員 ありがとうございます。 
 個別避難計画における福祉避難所の３グルー

プで今後やっていくということでした。以前、

私、一般質問でも話をしたんですけれども、在

宅で例えば酸素を吸っている患者とか、医療ケ

ア児の方は、もうかなり災害の意識が強いので、

補助もあって長時間のバッテリーを購入してい

るんですけれども、高齢者、ＡＬＳの患者とか

含めて、在宅から避難をなかなかできない方が

たくさんいると思うんですね。以前聞いたとき
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には、県としてもそこら辺の数を把握していな

いということでした。県でもしっかりレセプト

情報を見たら分かると思うので、人数はしっか

り把握していただきたいということと、そうい

った方が、本当に避難所で共同で過ごせるのか

というところも、福祉避難所で検討していただ

きたいなと思っています。 
 以前、福祉避難所に避難された方が、酸素ボ

ンベを使っていました。酸素ボンベの交換の仕

方を本人も施設の方も分からない、どうするこ

ともできないということで、最終的に患者の御

家族が遠方から来たといった経緯もあったので、

そういったことも踏まえた大変重要なことだと

思います。せっかく今回この福祉避難所の連携

体制を強化するということなので、関係者、ま

た医師会含めて、一度是非御協議いただければ

なと思うので、よろしくお願いします。要望で

す。 
木田委員 お疲れ様です。 
決算事業別説明書１０８ページの障がい者工

賃等向上支援事業費についてです。 
 Ｂ型事業所利用者の工賃向上を図るための経

営改善や生産性向上を図ったとなっていますが、

主要な施策の成果１１０ページを見ると評価Ｂ

となっています。 
 令和５年度は目標達成できているようですが、

事業所側が近年の賃金上昇率に見合うだけの工

賃向上を果たせていない状況になっているので

はないでしょうか。 
 近年かなり高めで最低賃金が上昇しています

けども、このままでいくと、それに見合う改善

が図られるのか懸念されます。受注額の適正な

価格転嫁など、確実に改善効果が反映できる方

策を検討すべきではないかと思いますが、いか

がでしょうか。 

日野障害者社会参加推進室長 障がい者工賃等

向上支援事業費についてお答えします。 

 令和６年度の平均工賃月額は目標値の２万５，

９６９円を４０８円下回る２万５，５６１円で

したが、令和５年度からは８６円上昇しました。

これは原材料費の高騰などがあったものの、デ

ータ解析等の高単価業務の拡大や、コロナによ

り減少していた販売機会が徐々に回復してきた

ことに伴う収入増などによるものと考えていま

す。しかしながら、近年の賃金上昇や物価高騰

などを踏まえると、今後は目標達成に向けたさ

らなる工賃向上が不可欠であると認識していま

す。このため、今年度から業務拡大や新規分野

への進出を後押しするための助成制度を創設し

たところですけれども、既に想定を上回る申請

をいただいています。中にはＩＴだとか草刈り

業務など、工賃が高い分野も多く含まれている

ところです。 
 加えて、委員御指摘の適正な価格転嫁も大変

大事であることから、現在、共同受注センター

を中心に受注業務の内容に応じた単価表の作成

を検討しているほか、来月には価格転嫁や価格

交渉に向けたセミナーを開催する予定としてい

るところです。 
 今後もこうした取組を通じて、工賃向上を図

る就労継続支援事業所をしっかり支援していき

たいと考えています。 
木田委員 ありがとうございます。いろんな分

野で工賃向上の支援策を入れていただいている

ということを聞いて安心しました。 

 障がい者活躍日本一を目指す本県になります

けども、この平均工賃というのは、客観的指標

としてはちょっとウエートが大きくなる数字で

はなかろうかと思っています。全国的な県別の

工賃の統計を見ると、大分県もそんなに低いわ

けではなくて、上位中位と言えば比較的上位の

方の工賃になっていると思います。島根県、鳥

取県、徳島県、高知県とかが高いようで、何と

なく新幹線が通ってないような地域が高いのか

なとか、宮崎県が九州では高いですけども、比

較的そういったところはＢ型事業所の受注契機

が幾分かは多いんだろうなと思うんですが、さ

きほどの様々な分野、業種で機会をつくってい

ただいていることは大変重要だと思います。と

にかく、やはり事業者側に収益が手元に残る取

組をやらなくちゃいけないということで、部分

的には高付加価値な事業を創出することがいい

んじゃないかなと思うんですね。 
 以前もお話ししたことがあるんですが、岩手
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県のヘラルボニーのような取組が大分県でもで

きないかなと思うんです。大分県も障がい者ア

ートではかなり先進県だと思いますが、そうい

った方とのコラボ、マッチングをＢ型事業所に

持ち込んでするというようなこともやれば、収

益の高いビジネスもできるんじゃないかと思い

ます。さきほど少し報告があったようですけど

も、何かでマッチングした例で具体的なもの、

紹介できるものがあればお示しいただきたいと

思います。 

日野障害者社会参加推進室長 ありがとうござ

います。 

 芸術文化を活用した工賃改善、工賃向上に対

する御示唆と思われますけれども、委員御紹介

のヘラルボニーが開催した国際アートアワード

で、今年、県内の作家が初めて受賞しました。

受賞したことに伴い、トヨタとコラボをして、

ラリーカーのデザインになったりだとか、あと

様々なスカーフとかにも商品化が進んでいると

いった好事例も出てきています。 
あわせて、そのほかにも注目を集めている障

がい者アーティストは大勢いる状況です。そう

したことを捉まえ、今年度から、作品の商品化

に向けた取組を開始しているところです。現在

は、アミュプラザおおいたの１階タイムズスク

エアにおいて開催している県内のアーティスト

の作品の展示、それから販売会も行っています

が、今ちょうど３週間ちょっと過ぎたところで

すけれども、来場者数は非常に順調に推移して

おり、私どもが元々狙っていた消費動向やノウ

ハウの蓄積を現在進めているところです。 
 今後については、またその分析を基に、今、

委員おっしゃったように実際の商品創出につな

がる取組なども検討していきたいと考えている

ところです。 
猿渡委員 お疲れ様です。２点通告しています

が、１点追加で質疑したいと思います。よろし

くお願いします。追加の分は、民泊の関係でち

ょっと質疑したいと思います。 
 まず１点目、主要な施策の成果９８ページ、

県立病院対策事業。これは先日の県立病院の決

算審査の中でも赤字の問題が論議になりました。

令和６年度に１３億１，３００万円の赤字とい

うことで、常任委員会でも令和５年度、６年度

の２年間で５億円ほどの負担金を増額してきた

という説明をいただいたんですが、この県立病

院負担金の意義と増額してきた経緯について御

説明いただきたいと思います。 
 また、今後も大変厳しい状況の中で基幹病院

としての役割を果たし、政策医療を担っていく

中で増額が必要ではないかと思いますが、その

点どうでしょうか。 
 ２点目は、主要な施策の成果６２ページ、病

児保育充実支援事業についてです。 
 これはスマホで空き状況の確認や予約ができ

るなど、大変利便性がよくてありがたいと思い

ます。理想を言えば病気の時にはこどもを家庭

で見ることができるのが望ましいと思います。

けれども、どうしても休めない状況があった場

合に、やはり病児保育がありがたいところです。

感染症だとか、今はもうＲＳウイルスやインフ

ルエンザがはやったりしてきているけれども、

そういう状況によってニーズが随分集中したり、

ニーズが余りないときもあったりすると思うん

ですね。 
 そういう中で、どのような形でニーズに応え

ているのか。というのも、雇用も不安定雇用じ

ゃないかと思って気になったりするんですけれ

ども、ニーズにどのように対応しているのか教

えてください。 
 ３点目の民泊の問題ですが、決算事業別説明

書の１３０ページ、監視指導費で、民泊利用者

及び周辺住民の安心安全を確保するためにとい

うことが書いているんですけれども、鉄輪とか

で民泊が増えていて、近所に民泊ができたんだ

けれども、いつの間に民泊ができたのか分から

ない、どうもこれ民泊みたいだということで気

が付くとか、もし何かあったときにどこに連絡

していいのかも分からないという声をいただき

ました。保健所の管轄ということで、その方に

は、別府市で言うと東部保健所ですと連絡はし

たんですけれども、いつの間に民泊になったの

か分からない状況ではちょっと、近隣の皆さん

のその協力・理解を得る中でやっていくことが
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大事かと思うので、せめてチラシみたいなもの

で、こういうものができたので御協力ください

的なお知らせを近隣に配るとか、そういうこと

も要るのでは。その辺の働きかけも必要ではな

いかと。あるいは、その連絡先。保健所の連絡

先でもいいんですけれども、何かのときにはこ

こに連絡ということが分かるものも必要ではな

いかと思いますが、その点いかがでしょうか。 
坪井医療政策課長 私から、１点目の県立病院

対策事業についてお答えします。 

 県立病院については独立採算制を基本として

いますけれども、今おっしゃったとおり、救急

医療や周産期医療、感染症対策など、非常に採

算性の低いものの県民にとって欠かせない政策

医療を担っているところです。このため、安定

的な医療提供体制を確保するために、診療に係

る収入のみで賄いきれない費用等について、地

方公営企業法に基づいて一般会計から負担をし

ているところです。 
 近年では、長引く物価高と人件費の上昇等に

よる経営状況の変化などを踏まえて負担金を増

額してきており、こちらも委員おっしゃってい

ましたけれども、令和６年度当初予算では２．

８億円の増で、今年度はさらに２．７億円の増

となっているところです。 
 今後も必要な医療体制を維持できるように、

社会情勢や経営状況等を踏まえて、負担金の額

については引き続き考えていきたいと思います。 
 あわせて、国に対して物価高や賃金の上昇に

応じた臨時的な診療報酬の改定であったり、緊

急的な財政支援を要望していくほか、国庫補助

金等の積極的な活用によって、可能な限り支援

を行っていきたいと思っています。 
鈴木こども未来課長 病児保育充実支援事業に

ついてお答えします。 

 県内病児保育施設の昨年度の平均稼働率は約

３８％であり、月別に見てもおおむね５５％と

いうのが最も高い状況です。感染症の流行期な

ど、利用者の急増にも対応できるよう定員数を

確保しているところです。こどもの急な体調不

良の際にも安心して利用できる体制を確保して

おり、引き続き市町村と連携しながら、子育て

世代の仕事と育児の両立を支援していきます。 

池邉健康政策・感染症対策課長 追加で御質疑

のあった民泊の件ですけれども、所管している

のが食品生活衛生課で生活環境部の所管になり

ます。 

猿渡委員 すみません、ありがとうございます。

今、１点目で答弁いただいたように、国に向け

ての働きかけも強めていただきたいと思います。 

 病児保育についてですけれども、保護者が預

けようというときに、病気のこどもの機嫌も悪

いし、体調が悪い中で慣れないところにいきな

り預けるというのは、ちょっとなかなか抵抗が

あったりするので、体調がいいときに保護者と

一緒にその場に慣れるとかいうふうな、病気の

こどもが少ないときとかに慣らし的なことがで

きると、安心して預けられるのかなと思ったり

するんですが、その点どうでしょうか。 
鈴木こども未来課長 一般的な保育であれば、

誰でも通園制度等が始まっているので、慣らし

的なところで使えたりするんですけれども、病

児保育については、委員から御指摘もあったよ

うに、当日、感染症のこどもを預かっていたり

という日が多いため、慣らし的なものに使うの

はちょっと難しいです。慣らしのために行った

こどもが、逆に病気をもらって帰るということ

も考えられるので、そこは今のところ難しいと

思っています。ただ、そういう部分について、

関係者から事情を聞いてみたいと思っています。 
吉村委員 よろしくお願いします。決算事業別

説明書の１１１ページになります。 
 障がい児通所給付費等県負担金についてです

けれども、障がいのあるこどもが増えています。

県教育委員会の資料によれば、特別支援学級に

入級しているこどもの数、特に自閉症、情緒障

がいのこどもの数が令和２年度で１，２４８人

だったのが、令和７年では２，４８１人と５年

間で約１，２００人増加をしていると。これは、

いわゆる自閉症、情緒障がいのこどもですけど、

そのほかにも知的障がいのこどもであるだとか、

又はこの数には入っていませんけれども特別支

援学校に通っているこども、普通学級には属し

ているけどもグレーゾーンのこどもなど、本当
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に障がいのあるこどもが増えています。 
 そういうこどもが増えていることと、又は女

性が就労が増えてきていることに伴って、放課

後、又は休日の居場所として、発達支援の場と

してのニーズが高まってきて、放課後等デイサ

ービスの事業所数や利用者数が本当に増加して

いると言われています。そこで、障がい児通所

給付等県負担金、約２５億７千万円ありますけ

れども、放課後等デイサービスに要した額がい

くらかということ、それから令和４年度、５年

度、６年度、大分県内の放課後デイサービスの

数と通所しているこどもの延べ人数、そして非

常に懸念、危惧されていることとして利潤を追

求している、支援の質が低いと言われるような

事業所も増えているのではないかという指摘も

ありますけども、そういう放課後デイサービス

の開業後の課題について、例えば人材確保だと

か、その質の問題、保護者とのコミュニケーシ

ョン等の課題について、どのように支援を行っ

てきているかについて伺います。 

荻障害福祉課長 障がい児通所給付費等県負担

金について、３点御質疑をいただきました。 

 まず１点目の放課後等デイサービスに要した

費用ですが、令和６年度障がい児通所給付費等

県負担金２５億７，３３７万７，５５２円のう

ち、放課後等デイサービスに要した費用は１６

億３，７３４万４，９８６円となっています。 
 ２点目、各年度の事業者数及び年間延べ利用

者数ですが、令和４年度が２４２事業所、約３

万５千人、令和５年度が２６３事業所、約４万

１千人、令和６年度が２９４事業所、約４万５

千人と事業所数、利用者数ともに年々増加傾向

となっています。 
 ３点目、開業の課題について、どのような支

援を行っていくかということですが、県では開

設後３か月をめどに現地での個別指導等を行っ

ているほか、年１回オンラインでの集団指導や、

経験の浅い療育担当職員向けの事例検討研修会

を開催しています。加えて、昨年度は事業所の

増加を踏まえ、特に事業所の多い１０市町を直

接訪問して、地域ごとに事業所が抱える課題の

共有や対応策についての勉強会も開催したとこ

ろで、委員御指摘の人材確保や保護者とのコミ

ュニケーションも課題として情報共有を図って

いるところです。 
 今後とも質の向上等に向けて、きめ細かな事

業者指導に努めていきたいと考えています。 
吉村委員 ありがとうございました。 
 年々この放課後デイサービスが増えてきてい

ると、利用者数も増えてきているということで

すけども、保護者から、やっぱり入りたくても

入れなかったという声もあります。そういう数

の問題ですね。これだけ増えているにもかかわ

らず、まだまだ足りていない現状だとか、又は

学童であれば小学生を対象にしていますけども、

この放課後デイサービスについては、６歳から

１８歳と非常に年齢幅が広い中で、やっぱりこ

どもの中で強度行動障害という形で、特に高校

生ぐらいの障がいのある方、またその保護者か

らすると、小さいこどもと一緒に空間にいるの

は非常に心配だという声も実際にはあります。

そういう中で、少し中学生、高校生とか、又は

高校生のみの放課後デイサービスができないの

かという声もあったりもします。 
 また、事業所によっては地域との交流を積極

的に行っている放課後デイサービスもあろうか

と思います。保護者の中にも、これから社会参

加をしていくためには、地域との交流を積極的

に進めてくれる放課後デイサービスがもっとで

きないかという声もあったり、いろんな課題、

声があるわけですけども、いずれにしても保護

者が安心して預けられ、こどもたちが本当に安

心して過ごせる居場所として、発達の支援を行

っていけるものがもっと増えればと思うわけで

すね。障がいを持つこどもの居場所ということ

で、放課後デイサービスを中心として今後の県

としての展望、方針があればお聞かせください。 
荻障害福祉課長 御指摘ありがとうございまし

た。 
 おっしゃるとおりですね。入りたくても入れ

ない地域があるのも認識しています。 
 一方で地域格差があり、ある大都市部には、

放課後等デイサービスが集中していて、一方で

過疎地域においてはなかなかこどもが入れない
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ところがあると。こういったところは今後、障

がい福祉計画の中で市町村ごとの需給量を勘案

して決定しているので、各市町村とも協議しな

がら、なるべく希望されるこどもが入れるよう

な体制づくりを進めていきたいと考えています。 

 あわせて、強度行動障害の問題も非常に重要

な問題で、これについても、令和６年度報酬改

定で強度行動障害に対する支援を重点的に行う

事業所に対する加算制度もできたので、そうい

った専門性の高い人材の育成にも努めていきた

いと考えています。 
 それから３点目ですね。地域との交流も非常

に大切だと思っています。今後、集団指導等を

していきます。その中で好事例がありましたら

皆さんに御紹介して、横展開を図っていきたい

と考えています。 
福崎委員 ありがとうございます。私から四つ

ほど質疑させていただきたいと思います。 
 まず一つ目ですが、決算事業別説明書７０ペ

ージ、民生委員費です。 
 民生委員は、民生委員法に基づき、住み慣れ

た地域で地域住民が安心して生活できるよう、

厚生労働大臣から委嘱を受けたボランティアで

すが、高齢化の進展や働き方の変化に伴い、民

生委員、児童委員への担い手不足が問題になっ

ており、本年１２月には一斉改選を迎えると聞

いています。 
 そこで、民生委員、児童委員の現状並びに課

題、本県における欠員状況、１２月改選にあた

って要員確保の対応についてお尋ねしたいと思

います。 

 また、ボランティアということで、必要な経

費として微々たる報酬が支給されているようで

すが、ボランティアで行っていただくには、も

う限界が来ているのではないかと私は感じてい

ます。県独自での報酬を支給する考えはないか

お尋ねしたいと思います。 
 ２番目ですが、決算事業別説明書７６ページ、

医師充足対策事業費です。 
 へき地に勤務する医師を養成するため、都道

府県が共同で設置している自治医科大学の運営

費を負担するとともに、卒業医師に対する研修

を実施したとありますが、へき地だけではなく

都市部においても医師不足が発生していると私

は思っています。 
 そこで、大分県内の医師は充足されているの

か。また、今年に入り孫が通っていた小児科が

閉院しました。特に小児科が少なく、子育てへ

の不安につながっているのではないかと私は感

じています。どの診療科が不足しているのか、

医師確保のための対策についてもお尋ねしたい

と思います。 
 三つ目ですが、包括外部監査でも指摘されて

いますが、老人クラブ助成事業費です。 
 決算事業別説明書９４ページ、高齢者の生き

がいの高揚と社会参加を促進するため、社会奉

仕活動を総合的に実施する老人クラブの活動経

費や、高齢者が安心して生活できる地域づくり

を推進するための友愛訪問活動に要する経費の

一部に対して助成したとありますが、大分県内

の老人クラブの現状と課題、今後の対応につい

てお尋ねしたいと思います。 
 四つ目ですが、主要な施策の成果５８ページ、

放課後児童対策充実事業費です。 
 大分県の最低賃金は、来年１月１日から現行

の９５４円から８１円引上げの１，０３５円に

なります。この改定により加配、補助指導員の

時給が改定されるように聞いていますが、主任

指導員の固定給の改定までは行われないような

感じです。放課後児童健全育成事業は各市町村

が実施主体ですが、本事業からの助成は指導員

の雇用等にも大きく影響することが予想されま

す。県として、最低賃金改定に伴い、どのよう

な対応を考えているのかお尋ねしたいと思いま

す。 

高木福祉保健企画課長 まず初めに、民生委員

費についてです。 
 一つ目、民生委員、児童委員の現状及び課題、

欠員状況、１２月改選にあたっての委員確保へ

の対応についてです。 
 本年４月１日時点で県内の民生委員の定数２，

９９３人に対し充足率は９７．９％で、６３人

の欠員が生じている状況です。定年年齢の引上

げや民生委員活動の業務負担の増大などにより、
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担い手確保が年々厳しくなっていることが主な

要因と考えられています。 
 １２月の改選に向けて、民生委員ＯＢによる

新任委員へのサポートや、タブレットの活用に

よる業務効率化などに取り組む市町村等に対し

今年度の新規事業によって支援することとして

おり、現在１５の市町に交付決定を行ったとこ

ろです。 

 また、働きながら活動する民生委員もいるた

め、企業団体への協力依頼のほか、退職予定の

自治体職員に向けた周知なども行い、確保に力

を入れている状況です。 
 県独自の報酬についてですが、民生委員には

市町村を通じて交付税措置される年間６万２０

０円の活動費を支給しているほか、民生委員協

議会の運営費や民生委員協議会長の活動費に対

して県費で助成しているところです。県独自の

上乗せは考えていませんが、活動費単価は、こ

こ５年据え置かれています。国に対して、その

引上げを要望しているところです。 
坪井医療政策課長 私から、２点目の医師充足

対策事業費についてお答えします。 

 大分県内の医師数ですけれども、令和４年末

時点で人口１０万人当たり２９７．９人と、全

国平均である２６２．１人を上回っており、県

内の地域中核病院の医師充足率は９５．１％と

なっているところです。 
 一方で、医師少数区域の西部医療圏など、医

師の地域偏在は依然として解消ができていない

ことから、自治医科大学や大分大学地域枠によ

って地域医療を担う医師を養成しており、現在

６６名が地域中核病院等で診療にあたっている

ところです。 
 また診療科別に見ると、さきほど委員から小

児科医の御指摘をいただきましたけれども、特

に不足している小児科医、産婦人科医、救急科

医については、研修資金貸与制度によって、こ

れまでに小児科医３４名をはじめ計１４８名の

医師を確保したところです。 
 今後も大分大学医学部、市町村、地域中核病

院等、関係機関と連携を図り、医師の確保に引

き続き取り組んでいきたいと思っています。 

渡辺高齢者福祉課長 老人クラブ助成事業費に

ついてお答えします。 

 県内の老人クラブは令和６年度末で１，１３

４クラブ、会員数は３万９，３４８人となって

います。コロナ禍前の令和元年度末と比較する

と、５年間でクラブ数は約２割の減、会員数も

約３割減少しており、それに伴うクラブ活動の

低下が課題となっています。そのため、県や関

係団体で構成する老人クラブ会員増強推進協議

会を設置し、会員数の減少に歯止めをかけるた

めの取組に力を入れているところです。 
 具体的には、ｅスポーツを導入することで活

動の活性化を図るクラブが出始めているほか、

豊後大野市では、老人クラブからシニアクラブ

豊後大野連合会と名称を変更したことで、会員

から明るく前向きになったという声も上がるな

ど、イメージアップを図ることができたクラブ

もあり、今後の新規会員の確保が期待されてい

るところです。 
 今後も関係機関と連携し、会員増強に向けた

取組を推進していきたいと考えています。 
鈴木こども未来課長 放課後児童対策充実事業

費についてお答えします。 

 今回の最低賃金の改定を受け、市町村では適

切な対応が図られるものと思っており、県とし

ては、対応に必要な財政支援を行っていきます。 
 なお、放課後児童クラブは国が定める基準額

に基づき運営されるものであり、その基準額は、

毎年賃金改定等を踏まえた見直しがなされてい

るものと考えています。 

福崎委員 ありがとうございました。 

 民生委員については、やっぱり地域の中で大

変重要な役割を果たしていて、１人暮らしの方

の訪問とか業務が本当に多くて、仕事をされな

がらやられている方もいるので、しっかりと現

状把握して対策を取っていただきたいと思いま

す。 
 それから医師不足については、やっぱり小児

科ですね。待たされることが多いというか、そ

こで反対に病気にかかってこどもが帰っていく

ということがよくあります。私も時々、娘を連

れて行った後、ずっと待っているときがあるん
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ですけど、かなり待たされることが多いという

のが現状だと思うので、小児科だけではないと

思うんですが、こどもの命を守るという意味で

は、是非とも力を入れていただけたらなと個人

的にお願いしたいと思います。 
 それから老人クラブですけど、やっぱ名前を

変えたことによってイメージがアップしたと私

も思います。老人クラブってもう古いなと思う

ので、この事業自体も老人クラブ助成事業費じ

ゃなくて名前変えた方がよろしいんじゃないか

と思うので、なかなか難しいところもあろうか

と思いますけど、やっぱりイメージアップと、

皆さんが参加しやすい雰囲気づくりということ

も、是非お願いしたいと思います。 
 放課後児童クラブですけど、私、放課後児童

クラブの事務局をしているので分かるんですが、

主任指導員の料金改定がまだされていないと思

いますし、加配職員は既に改定されるという通

知が来ています。やっぱり主任指導員の方が責

任も重大ですし、いろんな仕事をしています。

結局は健康保険とかに入っているから引かれも

のも多くて、手取りに残る分が少ないんですよ

ね。ですから、主任指導員も同じお仕事をして

おり、こどもたちの健全育成という面では大変

重要な役割を果たしているので、そこら辺しっ

かりと県もチェックしていきながら、県から支

援できる分は、是非ともお力添えいただきます

ようにお願いして終わります。 
麻生委員 県から市町村に補助をしている事業

について伺います。 

 重度心身障がい者医療費給付事業費、障がい

児発達支援早期利用促進事業費、不妊治療費助

成事業費、ひとり親家庭医療費助成事業費、大

分にこにこ保育支援事業費、こういった県から

市町村に補助をしている事業の実績及び補助割

合、並びにその効果や成果について少し説明を

いただければ幸いです。 
 ２点目は、子育て満足度日本一の達成度、状

況について、どのような指標から見て、どのよ

うな実態になっているか。また市町村ごとの格

差というか、地域格差みたいなのが出ていない

のかどうかについて多少説明いただければ幸い

です。 
荻障害福祉課長 市町村補助事業、５事業につ

いての実績、それから補助割合と成果という御

質疑だったかと思います。私からは、２事業に

ついてお答えします。 

 まず、重度心身障がい者医療費給付事業費の

令和６年度助成実績は、県内全市町村に対して

９億３９８万５千円支出しています。補助割合

については、中核市が４分の１、その他の市町

村は２分の１、残りを県負担としています。 
 成果としては、医療費の本人負担分について

助成を行った市町村に対して補助を行うことに

より、重度心身障がい者の医療費負担を軽減す

ることができたと考えています。 
 二つ目、障がい児発達支援早期利用促進事業

費についてですが、こちらは令和６年度の助成

実績が、対象児のいる１５市町に対し４２４万

５，０９６円支出しています。負担割合は、同

じく中核市が４分の１、その他市町村が２分の

１、残りを県負担となっています。 
 こちらについては、児童発達支援等のサービ

ス無償化を行った市町に対し補助を行うことに

より、保護者の負担軽減と発達障がい児への早

期支援が図られたと考えています。 
三重野こども・家庭支援課長 私から、ひとり

親家庭医療費助成事業費について御説明します。 

 全市町村に対して、令和６年度で２億９，６

５７万８，６６０円を補助しました。補助割合

ですが、中核市が４分の１、１７市町村が２分

の１となっています。 
 ひとり親家庭等に対して市町村とともに医療

費を助成することにより、医療機関での窓口負

担、児童は無料、その親は１回５００円となっ

ています。このことにより、ひとり親家庭等の

健康の保持及び生活の安定が図られたと認識し

ています。 
鈴木こども未来課長 私から、２点お答えしま

す。 

 初めに、市町村の補助実績です。不妊治療費

助成事業費について、令和６年度の実績は、大

分市に対して３９８万４千円、不妊治療費の補

助は、妊娠出産を望む方への経済的負担の軽減



- 33 - 

により治療への後押しとなっているものと考え

ています。 
 もう１点、大分にこにこ保育支援事業補助金

についてです。令和６年度の補助実績は、全市

町村に対し６億５，４９１万９，４９３円です。

全ての３歳以上児の保育料を免除する国の幼児

教育保育無償化に加え、市町村とともに第２子

以降の３歳児未満児の保育料を全額免除するこ

とで、多子世帯の経済的負担の軽減が図られた

ものと考えています。 
 もう１点について、子育て満足度日本一の達

成度についてお答えします。子育て満足度日本

一の実現の取組については、安心・元気・未来

創造ビジョン２０２４及び大分こどもまんなか

プランで位置付けており、その達成度について

は、本県が独自に定めた１１項目の指標の総合

順位で進捗管理しています。 
 最新の指標によると、総合順位は全国７位と

なり、前年の１５位から上昇することができま

した。その要因は、この地域で今後も子育てし

ていきたいと答えた３歳児を持つ母親の割合や、

将来の夢や希望を持っていると答えた中学３年

生の割合など、複数の項目で昨年の順位を上回

ったことにあるものと考えています。 
 今後は、指標の順位が低迷している男性の家

事育児への参画の改善に向け、共育ての推進に

力を入れるなど、引き続き子育て満足度日本一

を目指していきます。 
 それと、委員からお話があった市町村の競争

になってないかということですけれども、その

点については、これは県全体、都道府県単位で

比べているものなので、大分県内の市町村間の

競争となっているとは考えていません。 
麻生委員 ありがとうございました。 

 この市町村への助成ですが、中核市とか政令

市との負担割合が４分の１と２分の１と違って

います。サービスそのものは県下全域一律に行

っているわけですから、受ける側の県民からし

たらいいとは思うんですけれども、実は、大分

市はこの五つの事業で５億４，５１０万円もし、

神奈川県は全て一律にしたそうですけれども、

そう考えると大分市も５億４，５１０万円もし

行っていれば、さらにその分ほかの子育て満足

度を高める事業に行くのかなということで多少

危惧しています。 
 というのも、例えば私も孫を連れて公園なん

かに行くと、大分市内の公園、最近草刈りがで

きてないと。それには理由がいろいろあるよう

ですけれども、先日別府市の上人ヶ浜にできた

新しい民間発想の公園に子育て世代の皆さんが

たくさん来ていました。とっても整備されてよ

かったです。また、あるいはショッピングセン

ターなんかがやっている民間のキッズランドが

充実していたり、いい場所だったらこどもたち

や子育て世帯がいっぱい来ているんですね。そ

ういった公園であったり、ショッピングセンタ

ーのキッズランドがあったり、キッズランド挾

間店なんかはとても人気だと聞いているんです

が、やっぱりそういった施設がある近くには子

育て世帯がたくさん住んで、移り住んでいって

いるという事実もあるものですから、私はこの

子育て満足度日本一を掲げるときに、中核市の

大分市への補助率が４分の１、しかし、結果と

してサービスは同じものを受けているにしても、

それ以外の分野の公園の整備であったり、子育

て満足度といったいろんな指標があるかと思う

んですけれども、総合的な部分でいったときに

取り残されていっている部分があって、地域間

格差がいろいろ出てきているんではないかなと。 
 例えば周辺部の地域であれば、緑豊かで自然

いっぱいで、冒険体験がいくらでもできるよう

なものであったりとか、特徴をつかんだ子育て

満足度日本一が、それぞれに特徴のあるものが

あれば、もうちょっと変わってくるのかなと思

っているんですが、大分市に関して言うならば、

この補助率４分の１というのが多少ちょっと引

っかかるのかなと思っているんですが、部長、

そのあたりについての総合的判断として考えた

ときに、どのようにお考えでしょうか。 
首藤福祉保健部長 御指摘ありがとうございま

す。 

 さきほど申したように五つの事業については、

中核市については４分の１、その他の市町村に

ついては２分の１と補助率を分けています。こ
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れは、中核市制度にのっとって大分市が中核市

に移行した際にも経緯、協議等を踏まえて設定

しているものであり、特に福祉や保健の分野に

おいては、例えば大分市、中核市になると保健

所が設置できるということ、あるいは児童相談

所も設置しようと思えば可能になっているとい

った福祉保健分野を中心に中核市としてできる

こと、権限がかなり強化されている状況があり

ます。そういった中で、県としてどこまで支援

するかという中で、過去の経緯等を踏まえて、

今４分の１の補助をしているところです。 
 あとは、大分市やほかの市町村の財政力の問

題等も含めて、総合的に総務部とも調整しなが

ら今のような助成にしているところです。今お

っしゃったように市町村ごとに子育てのいろん

な環境、特徴があるというのはそれぞれ、県と

しては経済的な支援とか、一律でここまでは一

緒にやりましょうということで、一定の高いレ

ベルの子育て支援というのを実現させているけ

れども、それ以外にも市町村独自に移住とか子

育て満足度の観点で、それぞれ独自に子育て施

策を展開されている状況もあるので、そういっ

た中でも大分市も独自の考え方で支援を進めて

いるものと考えています。そういったものも含

めて現状の支援の形で、県としては引き続き応

援をしたいと考えています。 
麻生委員 こどもは国の宝であるという観点か

らも、国に対しても、政令市であろうが中核市

であろうが一律に、しっかり財源措置をしてい

ただくということも、しっかりと求めていきつ

つ、あわせて、やっぱり県としても子育て満足

度日本一を目指すということを、一つの目標、

目指すべき道であるならば、大分市長経験者で

ある知事なので、しっかりとそこは全体として

県全体を引っ張っていく中核市がまず頑張って

もらわないと、大分市に人口減少を引き留める

ダムになってもらわないといけないわけですか

ら、そういうことも含めて高度な政治的判断が

必要になってこようかと思うので、そのことは

強く求めておきたいと思います。 
阿部（長）副委員長 ほかに事前通告されてい

ない委員で質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 事前通告が２名の委員外

議員から出されているので、事前通告のあった

委員外議員の質疑を行います。 

堤委員外議員 どうもお疲れ様です。 
 保険証の関係なんですけども、紙もあればカ

ードもあればスマホもあると。９種類ぐらいず

っと出てきているわけですね。そういう中で、

大分県全体でマイナ保険証の使用率はどれぐら

いあるのかということで、いろいろな病院で読

み取り機械が顔認証しないとか、いろいろなミ

スがあるんですね。それとか、ひも付けが間違

っていたということで１０割給付とか、いろい

ろ問題があるんですけども、各病院等でのミス

等があって１０割徴収されたところがあるのか

どうか。 
 次が、紙の方が効率がいい、現場に行くとそ

ういう声ばっかし聞くんですね。そういう状況

の中で、県としてもマイナ保険証推進ではなく

て、廃止も含めて紙の保険証へと転換するよう

に求めるべきだと思うんですけども、そこら辺

の県としての基本的なスタンスをお聞かせくだ

さい。 
大和県民健康増進課長 まず、マイナ保険証の

県全体の利用率ですが、厚生労働省公表の令和

７年７月の本県の利用率は３１．０４％となっ

ています。また、病院等で医療費を１０割徴収

した例があるかについては、承知はしていませ

ん。 

 二つ目の県としてのスタンスですけれども、

マイナ保険証により、医療機関では保健情報入

力の省力化やミス防止といった確認作業の効率

化につながっていると認識をしています。また、

利用者側にも過去の受診状況や薬の履歴などの

データに基づく適切な医療を受けられることや、

高額療養の場合には手続なしで限度額を超える

支払いが免除されるなどのメリットがあること

から、利用が可能な方はマイナ保険証を使って

いただきたいと考えています。 
堤委員外議員 ありがとう。 

 一つは、利用率が３１．０４％と。マイナン

バーカードの普及率は７割、８割いっているで
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しょう。マイナ保険証については３割という状

況で、非常にギャップがあるわけですね。つま

りなぜかというと、当然その３割以外の方は、

今までのマイナ保険証におけるひも付けの問題

とか、いろんな問題があることを当然知ってい

ると。そういう状況の中で、なかなか進んでい

ないのが実際だと思うんですよね。 
だから県としては、基本的なスタンスとして、

我々はそのまま廃止を求めるんだけども、やっ

ぱり、マイナでもいいしスマホでもいいし紙で

もいいよというのはせめて現場の声として、や

っぱり厚生労働省に言うべきだと思う。そこら

辺は、さきほどは一応利用できる方はマイナ保

険証を使ってもらうと答弁があったんだけども、

そういうことだけじゃなくて、紙の方も使える

と言うべきだと思うんだけども、そこら辺はど

うですか。 
大和県民健康増進課長 今、制度上いろんな過

渡期にあると思っています。そういった中で、

例えば国民健康保険とか後期高齢者の保険証と

いうのは、もう既に７月末に期限が到来してい

ますけれども、そうしたものでも一時的には使

える暫定措置もやっています。 
 一番大切なのは、全体として医療を必要とす

る方がちゃんと医療費を自己負担の範囲で、自

己負担を行って医療を受けられる体制ができる

ことだと思っているので、当面はマイナ保険証

とかスマホ保険証、又は紙の資格確認書などに

よって、きちんと医療が受けられることを県と

しても、ちゃんと国にも伝えていきたいと考え

ています。 
堤委員外議員 ありがとう。 

 結局、紙の保険証でもやっぱり使えるという

ことにしておかんと。だって来年の３月一杯で、

国保だとか保険証そのものは、一応なくても旧

保険証でも可能という形になっているでしょう。

だから、結局そうしないと無保険者になってし

まう問題が出てきているから、国もそうせざる

を得ない。だから９種類も、もう訳分からん中

身になってくるわけですよ。だから、さきほど

課長が言われたとおり、保険証については、や

っぱり紙も本当に必要なんだということは、現

場のいろんな声を聞いていると思うから、そう

いう必要な声として、厚生労働省に強く言って

いただきたいと思っているので、以上で要求と

します。 
守永委員外議員 通告している三つの質疑と、

あと、さきほどの麻生委員の質疑でちょっと気

がかりな部分があるので、それを１点追加して

質疑させていただきたいと思います。 

 まず、障がい者工賃等向上支援事業費、決算

事業別説明書の１０８ページに記載されていま

すけども、農業に取り組む事業所に対して、生

産性向上、販路拡大等を支援するアグリ就労ア

ドバイザーを派遣しているようですが、このア

グリ就労アドバイザー配置事業の成果について、

具体的に教えていただきたいと思います。 
 また、成果指標の中で工賃の月額平均を見る

と、令和５年度は達成率１３０．８％だったの

が、令和６年度は９８．４％と、率的には、目

標に対してということになりますが、伸び悩ん

でいます。事業の成果の欄には、アグリ就労ア

ドバイザーによる農業支援等を図り、平均工賃

月額を向上させることができたと記述されてい

ますが、目標までに到達できなかったけれども、

前年度よりも向上したという意味だろうと思い

ますが、伸び悩んだ理由をどのように分析して

いるのか御教示いただきたいと思います。 
 また今後、農業分野への派遣の拡大、いわゆ

る就労者として派遣していく、その拡大におけ

る課題があれば教えていただきたいと思います。 
 あと、さきほどの麻生委員の質疑に関連して

なんですけども、中核市に対する助成が４分の

１と減額されている事態なんですが、人口移動

の関係で若い方が地域で生まれて、成人して就

労するときに大分市にやってくる、様々な事業

の受益者としての利用に関してはどこも一緒な

わけなんです。ただ、大分市で若い方々を受け

止めるがゆえに、大分市における負担が多くな

ってしまっている状況であれば、これはやはり

大分県下全体でどう若者の流出を止めるか、ま

た、いかに地域に戻ってもらうかを議論する上

でも、各地域や都市の負担額が均衡でないとい

うことは問題があるのではないかと考えるので、
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その点も含めて、是非御検討もお願いしたいと

思います。最後のは要望ということで。 
日野障害者社会参加推進室長 障がい者工賃等

向上支援事業費について、３点お答えします。 

 まず、アグリ就労アドバイザー配置事業の成

果についてですが、県では平成２９年度から、

農業実施により工賃向上を目指す事業所を支援

するため、アグリ就労アドバイザーを配置して

おり、令和６年度は８６の事業所に対して延べ

１９７回、技術指導や品種選定の提案等の支援

を行いました。こうした取組の結果、この間の

農福連携事業所数は、平成３０年からになりま

すけれども７８から８６事業所に増加するとと

もに、平均工賃月額も１万８，５１８円から２

万６，５８０円ということで８，０６２円、率

にすると４３．５％上昇しました。また、令和

６年度の工賃についても、全事業所の平均を１，

０１９円上回っているところです。 
 次に２点目、令和６年度工賃が伸び悩んだ理

由とその分析ですけれども、まずはデータ解析

等の高単価業務やインバウンド需要による客室

清掃業務の増加などにより、収入増の方は達成

できていると思っています。しかしながら一方

で、長引く物価高騰等の影響を受けて費用もか

さんでおり、結果として平均工賃は微増にとど

まったと分析をしているところです。 
 ３点目の今後の農業分野へのアドバイザー派

遣拡大における課題についてです。 
 アドバイザーの派遣拡大に向けては、事業所

のニーズに寄り添った支援の充実と、事業所が

農業分野に進出しやすい環境づくりが課題であ

るとともに重要であると認識しています。この

ため、まずは事業所の方から要望が最も多い、

栽培技術への支援を的確に対応できるように一

層の指導強化を図るとともに、特に規模の大き

い農場を持つ事業所などに対しては振興局の普

及員とも連携しながら、きめ細かく支援してい

きたいと考えています。 
 また、環境づくりですけれども、販路の確保

と設備導入等への支援が不可欠であることから、

現在、共同受注センターを通じて、受注機会の

確保やスーパーにおける産直コーナーの設置等

を進めているほか、今年度創設した補助金によ

り、設備導入経費等の助成も行っているところ

です。 
 引き続きアドバイザーを核として、農福連携

のさらなる強化を図り、工賃向上を実現してい

きたいと考えています。 
守永委員外議員 ありがとうございます。 

 工賃の向上という部分で見たときに、農業分

野に関わっていくことで、工賃そのものが全体

的に引き上げられているということは、結局農

業分野での工賃が高くなっていることだと今の

お話の中で受け止めたんですけども、そうは言

いながら、農業そのものは結構需給単価が低い

中で農業者が働いているという課題も正直ある

わけです。障がいを持つ方の工賃向上といって

も、全体的にはまだまだ厳しい状況を抜け出せ

ないのかなという気もしたので、Ｂ型だけでな

くＡ型の段階でも様々な事業所で就労できる障

がい者が増えるような形で考えていかなければ

ならないとも感じました。 
 またその中で、さっき、農林水産部でも拡大

する上での課題を伺ったんですけども、遠隔地

のために派遣できる障がいの方で、なかなかな

じめない方もいるという、いわゆる障がい特性

に応じた課題というのも聞いているので、お互

い情報交換しながら、その様々な課題解決に向

けて御協力をお願いしたいと思うので、よろし

くお願いします。 
阿部（長）副委員長 ほかに委員外議員で質疑

はありませんか。 

高橋委員外議員 事前通告なしで申し訳ないん

ですけども、決算事業別説明書１０３ページの

こどもの虐待防止ネットワーク強化事業費につ

いてです。地域におけるネットワーク体制の強

化を図ったと書かれているけども、具体的にそ

の中身が分かれば教えていただきたいと思いま

す。 

 同じくその下に虐待児童ケア推進事業費があ

ります。施設職員の資質向上のための研修等を

実施したとありますが、具体的な内容が分かれ

ばお願いしたいと思います。こどもたちに対す

る虐待が、今全国的に、毎年のように起こって
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いるので、それらに対する県としての対応の中

身を具体的に教えていただければありがたいと

思います。 

三重野こども・家庭支援課長 児童虐待につい

て、二つ御質疑いただきました。 

 令和５年の１月に、中津市内で児童虐待によ

るこどもの死亡事件がありました。それを受け、

県も検討委員会で対策を講じて、その中で児童

相談所の体制強化ということで精神保健医との

連携、また保健師の配置等について、昨年度初

めから児童相談所の体制強化を図っています。 
 また、こどもの虐待防止ネットワーク事業に

ついても、児童相談所と各医療機関、市町村等

の関係機関によるネットワーク体制をさらに強

化して実施しているところです。特に市町村と

の連携については、市町村に要保護児童対策地

域協議会という組織があるので、そこに児童相

談所の職員が毎回出て、児童相談所と市町村の

要支援要保護児童の情報共有を図っているとこ

ろです。 
 ２点目の施設職員の資質向上のための研修で

す。 
 これについては、県内児童養護施設が９か所、

また乳児院が１か所、加えて、児童家庭支援セ

ンターが５か所あります。そういったところと、

児童相談所でお互い連携強化のための研修を一

緒に行っており、同じ情報を共有しながら、さ

らに研修を受けて、専門の講師を招いて、特に

児童相談者は毎月職員向けの研修を行っており、

施設職員との連携も深めて資質向上を図ってい

るところです。 
高橋委員外議員 ありがとうございます。 

 こどもの虐待は、非常に発見、気付きが難し

いというのがあって、地域全体で見守っていく

ことが大事だと思います。虐待をされるこども

ももちろんですけれども、虐待をせざるを得な

い保護者――そういう大人の置かれた環境等も、

それがこどもの虐待につながることもあるので、

そういう意味からすれば地域全体で、地域にお

けるネットワークですね。虐待の早期発見が、

やっぱり一つ大きな大事なことでもあり、また、

そのこどもの保護者に対するケアや支援も大事

かなと思います。 
 また、虐待児童のケアということで、虐待を

受けたこどもたちの心のケア等々も、その後本

当に大事になってくると思うので、この分につ

いての今後の県の取組も、是非お力を入れてい

ただければと思います。よろしくお願いします。 
阿部（長）副委員長 ほかに委員外議員で質疑

はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは本日の質疑等を

踏まえ、全体を通して委員から、ほかに何か質

疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 ほかにないので、これで

質疑を終了します。 

 これをもって福祉保健部関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員はお残り

ください。 

 

  〔福祉保健部、委員外議員退室〕 

 

阿部（長）副委員長 これより内部協議に入り

ます。 

 さきほどの福祉保健部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見や要望事項等があればお願いし

ます。 

猿渡委員 県立病院の赤字の問題は、病院局の

ところでもいろいろと議論になりましたが、や

はり政策医療、民間ではなかなか厳しい赤字に

なる医療を担っていたり、そして、今は民間病

院も赤字が増えている中で、県立病院の役割が

ますます重要になっていると思います。一般会

計からの県立病院負担金の増額について、特別

委員会としても是非求めていただきたい、要望

いただきたいと思います。また、国に向けての

働きかけも強めるべきと思います。 

阿部（長）副委員長 そのほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 ただいま、委員からいた
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だいた御意見、御要望及び本日の審査における

質疑を踏まえ、審査報告書案として取りまとめ

たいと思います。 

詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、そのようにし

ます。 

 以上で福祉保健部関係の審査報告書の検討を

終わります。 

 ここで、執行部が入室しますので、しばらく

お待ちください。 

 

  〔人事委員会事務局、委員外議員入室〕 
 
阿部（長）副委員長 これより人事委員会事務

局関係の審査に入りますが、説明は要点を簡潔、

明瞭にお願いします。 

 それでは、人事委員会事務局長の説明を求め

ます。 

井下人事委員会事務局長 人事委員会事務局関

係の決算について御説明します。資料番号１０、

令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別説

明書の２９３ページを御覧ください。 

 歳出決算総括表ですが、人事委員会事務局関

係は、第２款総務費第８項人事委員会費で、予

算現額１億６，１７５万３，５００円に対し、

支出済額１億５，９１０万７６７円、不用額２

６５万２，７３３円です。 

 次に、２９５ページをお開きください。 

 第１目委員会費は予算額７５７万９千円に対

し、決算額７３４万９，２１０円です。内訳の

主なものですが、事業別決算額の欄の一番上、

６７８万円は委員３人分の報酬です。 

 第２目事務局費は予算額１億５，４１７万４，

５００円に対し、決算額１億５，１７５万１，

５５７円です。内訳の主なものですが、事業別

決算額の欄の上から３番目２，４０６万７３２

円は、採用試験の実施、職員募集に関する情報

発信等に要した経費です。 

 次に、不用額について御説明します。資料番

号９、令和６年度決算附属調書の２９ページを

お願いします。 

 科目欄の上から７行目、人事委員会費の事務

局費２４２万２，９４３円は、任用関係事業費

の旅費等が見込みを下回ったことによるもので

す。 

阿部（長）副委員長 以上で説明は終わりまし

た。これより質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立のうえ、

マイクを使用し簡潔、明瞭に答弁願います。 

 今回、事前通告はありませんが、事前通告し

ていない委員で質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 事前通告が１名の委員外

議員から出されているので、事前通告のあった

委員外議員の質疑を行います。 

堤委員外議員 人事院勧告の問題ですね。これ

までも事業所の状況とか物価高騰などを勘案し

て勧告をしていますが、今年度、最低賃金が８

１円引き上げられて１，０３５円となりました。

１月１日から実施だけれども、人事委員会とし

て最低賃金引上げ等についての公務員給与にど

のように反映させていくのかをお尋ねします。 

吉雄公務員課長 最低賃金引上げの公務員給与

への反映についてお答えします。地方公務員法

の給与決定は地方公務員法の情勢適応の原則、

均衡の原則など、給与決定の諸原則に基づき民

間給与や国、他の都道府県の給与等を考慮して

行われています。 

 本年の勧告では平成３年以来３４年ぶりとな

る３％を超える月例給の引上げ、また４年連続

となる月例給及び特別給の引上げとなり、行政

職の平均年間給与で２０万６千円の増額となっ

ています。これは、民間給与の調査結果を踏ま

えたものですが、地方公務員法により最低賃金

法は適用対象外となっているため、最低賃金の

引上げについては勧告において直接は考慮され

ていません。 

 ただし、比較する民間企業の給与は企業業績

や物価等を背景に決定されるものと思われ、最

低賃金の引上げもその要因の一つとも考えられ

ます。このため、そのような情勢が結果として
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県職員の給与に今後反映されていくものと推察

されます。 

阿部（長）副委員長 ほかに委員外議員で質疑

はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、本日の質疑等

を踏まえ、全体を通して委員の方からほかに質

疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 別にないので、これで質

疑を終了します。 

 これをもって人事委員会事務局関係の審査を

終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 

 

  〔人事委員会事務局、委員外議員退室〕 

 

阿部（長）副委員長 これより、決算審査報告

について内部協議に入ります。 

 さきほどの人事委員会事務局の審査における

質疑等を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめ

たいと思いますが、特に指摘事項や、来年度予

算へ反映させるべき意見、要望事項等がありま

したらお願いします。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 特にないので、審査報告

書案の取りまとめについては、本日の審査にお

ける質疑を踏まえ、委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、そのようにし

ます。 

 以上で人事委員会事務局関係の審査報告書の

検討を終わります。 

 以上で、本日の審査及び９月３０日から行っ

てきた部局別審査日程は終わりました。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

猿渡委員 内容についてではなく資料について

ですが、一つの項目についての資料が横長で、

拡大して見るんですけども、拡大する時に、一

つの項目が横長というのは見にくい面があって、

今後シニアに配慮いただけるとありがたいと思

うんですけども。お願いします。 

阿部（長）副委員長 執行部と何かできるか相

談してみたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 ここでお諮りします。審

査の取りまとめについては、本日までの委員会

審査における執行部との質疑などを踏まえ、正

副委員長で協議の上、委員会審査報告書の案を

作成し、１０月２７日の委員会においてお諮り

したいと考えていますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、委員長と共に

準備を進めます。 

 次回の委員会は１０月２７日、月曜日の午前

１０時から第３委員会室で開きます。 

 以上をもって、本日の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


